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１ 会 議 名 決算特別委員会（第２日） 

 

２ 開催日時 平成 23 年９月 13 日 午前 10 時 00 分～午後４時 46 分 

 

３ 会  場 第５会議室 

 

４ 出 席 者 

  ２番 黒川美克、  ４番 浅岡保夫、  ６番 幸前信雄、 

  ８番 杉浦敏和、 １０番 鈴木勝彦、 １２番 内藤とし子、 

１４番 内藤皓嗣、 １６番 小野田由紀子 

 

５ 欠 席 者 

  な し 

 

６ 傍 聴 者 

   磯田義弘、柳沢英希、柴田耕一、北川広人、鷲見宗重、磯貝正隆、 

  小嶋克文 

 

７ 説明のため出席した者  

市長、副市長、教育長 

経営戦略 GL、危機管理 GL 

地域協働部長、地域政策 GL、財務評価 GL 

市民総合窓口センター長、市民窓口 GL、市民生活 GL、税務 GL、収納 GL 

収納 G 主幹 

福祉部長、地域福祉 GL、介護保険 GL、保健福祉 GL、保健福祉 G 主幹 

こども未来部長、こども育成 GL、文化スポーツ GL 

都市政策部長、都市整備 GL、都市整備 G 主幹、都市整備 G 主幹 

上下水道 GL、地域産業 GL 

行政管理部長、人事 GL、人事 G 主幹、行政契約 GL、情報管理 GL 
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学校経営 GL、学校経営 G 主幹 

会計管理者 

代表監査委員 

議選監査委員 

監査委員事務局長 

 

８ 職務のため出席した者 

  事務局長、書記１名 

 

９ 付託案件 

認定第１号 平成２２年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について  

認定第２号 平成２２年度高浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

        認定について 

認定第３号 平成２２年度高浜市土地取得費特別会計歳入歳出決算認定に 

        ついて 

認定第４号 平成２２年度高浜市老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ 

        いて 

認定第５号 平成２２年度高浜市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認 

        定について 

認定第６号 平成２２年度高浜市公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算認 

        定について 

認定第７号 平成２２年度高浜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

        いて 

認定第８号 平成２２年度高浜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 

        定について 

認定第９号 平成２２年度高浜市水道事業会計決算認定について 

  

１０ 会議経過 

委員長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席委員は、全員でありま
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す。よって、本委員会は、成立いたしましたので、これより会議を開きます。 

昨日、当局側より資料の一部修正したいということで、申し出がございました

のでこれを許可したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 当局側の説明をお願いします。 

説（福祉部） お詫びと、訂正をさせていただきたいと思います。主要施策成

果説明書で誤解を招く記載がありましたので、訂正をお願いしたいと思います。

１７４ページでございます。文書の記載位置の訂正をお願いするもので、ペー

ジの中間に太文字で「２地域医療振興事業」と書いてございますが、その下に、

「（１）負担金、西三医学会負担金５万円」というのがありますが、これは、高

浜市立病院の移譲に関する協定書に基づく医療法人豊田会への財政支援ではな

いことから、太文字の「２地域医療振興事業」とそれに続く「高浜市立病院へ

の経営形態変更に伴い」の間の行に記載すべきものでありましたので、記載位

置の訂正のほうをよろしくお願いいたします。以上でございます。 

委員長 よろしいですか。 

問（１２） 要するに、救急医療事業の下にという意味なのか、地域医療振興

事業の下にという意味なのか、ここではないというのはわかりましたが、どこ

に入れるかというのが、はっきりしないので、もうちょっと詳しく教えてくだ

さい。 

答（福祉部） 太文字の「２地域医療振興事業」の下でございます。 

委員長 よろしいですか。それでは、ただいまより、一般会計、７特別会計及

び１企業会計についての質疑を行ってまいりますが、一般会計につきましては、

歳入、歳出と分けて、質疑を行ってまいりたいと思います。一般会計の歳入は

一括質疑とし、歳出につきましては、款ごとに分けて質疑を行ってまいります

ので、よろしくお願いいたします。特別会計及び企業会計につきましては、議

案ごとに、歳入、歳出一括にて質疑を行います。また、委員会の円滑なる運営

のため、質疑についてはまとめて行っていただくとともに、発言は議題の範囲
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を超えないようにお願いいたします。また、当局におかれましては質疑に対し、

適切なるご答弁をいただきますようお願いいたします。質疑に当たっては、主

要施策成果説明書、または、決算書のページ数をお示めしいただき、必ずマイ

クを使っていただきますよう、あわせてお願いいたします。なお、質疑漏れに

つきましては、一般会計の質疑終了後と特別会計及び企業会計の質疑終了後に、

質疑漏れの部分について、質疑を許可することといたしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 ご異議なしと認め、そのようにさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。また、休憩中に当局の説明員が席を移動する場合もあります

ので、ご了承いただきます。 

 

認定第１号 平成２２年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について 

《歳入》 

問（１４） 主要成果説明書のほうの６、７ページのところの款別歳入一覧表

のところで、不納欠損と収入未済額のところがありますけども、市税、それか

ら１１款の分担金、負担金、それから、１２款の使用料及び手数料、ここのと

ころに、諸収入もありますけども、欠損の金額が載っております。この要因と

いうか。それと収入未済額の要因と。それらについて、お聞きしたいと思いま

す。 

答（収納） いま御質問いただきました、不納欠損につきまして、まず御説明

させていただきます。不納欠損額でございますが、平成２２年度、市税全体で、

６４５件ございました。金額は、２，７３５万３，９１４円でした。前年度と

比べますと、件数では、７１件。欠損額では、１，７９７万０，９２５円の減

となっております。減少の要因といたしましては、固定資産税及び都市計画税

の高額な不納欠損処理、１００万円以上を目安としておりますが、こういった

高額な不納欠損処理が、平成２２年度は皆無であったことが主な要因と考えて
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おります。固定資産税につきましては、不納欠損額、２６９万３，１５４円と

なり、前年度に比べまして、１，１７１万７，２５８円減少しております。そ

して、もう一つ大きな要因として考えられますのは、平成２１年度４月に施行

いたしました、高浜市債権管理条例に基づきまして、財産調査等、行いまして

無財産あるいは死亡等によって相続人が相続を放棄されたこと等、事実上、徴

収不納者につきまして、平成２１年度に整理をさせていただきましたことによ

り、平成２２年度は減少したというふうに考えております。それから、収入未

済額の件でございますが、収入未済額につきましては、現年度分と滞納繰越分

をあわせて、市税全体で前年度に比べまして、２，４５２万２，７９９円、４．

４ポイントの減少となっております。大きな要因といたしましては、市税全体

の平成２２年度調定額。こちら、現年度分と滞納繰越分をあわせまして、８４

億９，９１７万６，０５３円となっております。この調定額ですが、前年度と

比べますと、１億５，９１４万３，３３８円。１．８ポイント減少していると

いうことも、一つ大きな要因として考えられます。ただ、この収入未済額が減

少したことにつきまして、そういった要因も含めた上で、やはり、私ども収納

グループ及び税務グループにおきまして、年間を通じて計画的に税収の確保に

向けまして集中的なさまざまな滞納整理活動をしてまいりましたので、このよ

うな減少につながったのではないかと考えております。 

答（こども育成） １１款、分担金、負担金の不納欠損、未収入について御説

明させていただきます。これ主なものは保育所保育料負担金の未収入額でござ

いまして、未収入額としては、６５万９，９５０円、７世帯、１０人分の未収

入額でございます。特に２１年度までの過年度分が３４万２，２１０円、２２

年度分で、３１万７，７４０円という形になっておりまして、これらは、生活

困窮を理由で、いま、滞納されておるという事由でございます。それから、不

納欠損の額の主なものといたしまして、８５万７，８５０円になりますが、こ

れにつきましては、１４年度から１７年度分までの保育料でございます。１５、

１６、１７というのは、時効がきて不納欠損となりますが、１４年の分は５５

万４，５００円ございます。これにつきましては、分納請求、この方、実は１

人の方でございまして、分納でお支払いをするということでしたが、現在失業
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中で生活のめどがたたないということで、今回、分納請求されておりました分

も含めましてですね、不納欠損という処理をさせていただいたものでございま

すので、よろしくお願いいたします。 

答（市民生活） 続きまして、１２款、使用料及び手数料の不納欠損の１７７

万４，７００円でございますが、これにつきましては、住宅使用料に伴う債権

放棄というところでございます。若干、経緯を御説明させていただきますと、

市営住宅に入居されておりました債務者に係る住宅使用料の滞納額、２７７万

４，７００円のうち、１７７万４，７００円を債権放棄をさせていただいもの

でございます。経緯といたしましては、この債務者につきましては、顧問弁護

士による滞納家賃の納付相談を実施いたしましたところ、消費者金融への多重

債務者の存在が明らかになったことから、顧問弁護士の紹介による弁護士事務

所を通じまして、債務整理を行ったところ１１５万円の過払い金の回収に成功

したことを受けまして、債務者の債務整理を担当いたします弁護士事務所から

本人の生活を立て直すため、回収した過払い金のうちの１００万円の一括弁済

を条件に、その余りの請求につき放棄して欲しい旨の陳述書が提出を受けてお

ります。これを受けまして、財産調査の実施をしたところ、債務者については

差し押さえるべき資産がないこと、体調不良による未就労の状況が続き、今後

も資力の回復の可能性がない。ということ。以上のようなことから、債務の回

収は困難と認められるため、顧問弁護士の意見等も踏まえ、高浜市債権管理条

例第１２条第２項の債務者が著しい生活困窮状況、いわゆる、生活保護法の適

用を受け、また、これに準ずる状況であり、資力の回復が困難と認められると

きに該当するものといたしまして、残債債務１７７万円４，７００円について、

平成２２年７月３０日をもって債権放棄をさせていただいたというものでござ

います。 

答（保健福祉主幹） 諸収入の不納欠損及び収入未済につきましては、高浜市

立病院の診療費についてのものでございます。病院の診療費でございますが、

平成１７年１１月２１日の最高裁におきまして、公立病院における診療に関す

る債権は民法第１７０条第１号の規定による、民法上の債権となりましたので、

３年で消滅時効を迎えることとなりました。このため、平成１８年度以前の未
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収金、７１件分、１５９万４，４７０円を不納欠損したものでございます。ま

た、収入未済額につきましては、主に平成１９年度及び平成２０年度の診療費

の未収金、５６件分、９２万９，９２０円につきまして、引き続き徴収業務を

継続しているものでございます。 

問（１４） 住宅の家賃といいますかね、これの件ですけど、２１年度から市

長の専決事項の中に調停が組まれまして、先ほど説明ありましたけど、弁護士

さんにお願いして、納税を促すといいますか、支払いを促すとか、あるいは、

いろいろな御指導されておると思いますけども、その成果というんですかね。

２２年度どれくらいの未収金が収入されたのか、その成果と費用対効果の関係

をお聞きしたいのと、家賃を滞納されている方に、市営住宅ではなくて、借り

上げ住宅の方も入っているのかどうかも、その辺もお聞きしたいと思います。

それから、１６、１７ページのところに税別の年度比較表というのがございま

すけども、予算現額の中の市税の合計のところの左下のほうに滞納繰越が６，

２０８万２，０００円となっておりまして、収入済額の２２年度のところが、

１億１，７０７万７，８４８円ということで、当初、６，２００万余のときに

は、繰越金の約１７、８パーセントを回収するということで予算を立てられた

と思いますけど、それに対して、約倍近い１．９倍の収入済額があるわけです

けど、これも、先ほど説明もありましたけども、非常に努力されたのか、何か

そういう好条件があって、倍近い回収ができたのか、お聞かせいただきたいと

思います。その２点。 

答（市民生活） まずもって、先ほどの答弁の中で収入未済額の御説明がなく

て、大変申しわけございませんでした。収入未済額の４，９０６万２，２２９

円の内訳でございますが、現年度と過年度分というのがございまして、現年度

分が、４７７万５，１１６円、これ、過去からの分で、お支払いが滞っている

過年度分につきましては、４，４２８万７，１１３円ということで、合計が先

ほどの、４，９０６万２，２２９円というふうになってございます。御質問い

ただきました、顧問弁護士さんによります成果でございますが、具体的な金額

というのはお示しができないんですが、収入率でございますが、２１年度、顧

問弁護士さんによる納付相談を実施しなかったときが、８８％でございました。
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昨年、顧問弁護士さんによる納付相談をやらさせていただいたところ、収入の

率がですね、現年度に限って９３．６％と５．６ポイントの上昇ということで、

この数字で、この成果があったというふうに私どもは感じております。後、家

賃の未納につきまして、借り上げ住宅にもいるのではないかということで、残

念ながら借り上げ住宅の方もおりまして、現在、入居者、退去者合わせて２８

件の滞納の方がおるという状況でございます。 

答（収納） 市税の滞納繰越分、予算額に対して収入済額がふえている結果と

して、どのような取り組みを行ったかということでございます。委員、御指摘

のとおり、予算額に対しまして収入済額、２，７００万ほど多くなっておりま

す。これにつきましては、ふだん、私ども収納グループが窓口での納付相談を

始めまして、年間を通じまして計画的に期間を設定しまして集中的な滞納整理

活動を実施いたしております。具体的には、夜間の臨戸訪問、あるいは催告書

等送付、そして、県内の市外への滞納整理活動等行っております。もう一つ土

日開庁での収納というのも大きな成果をあげていると考えております。また、

昨年度につきましては、緊急雇用創出基金を活用いたしました、債権回収コー

ルセンター、こちらの方も大きな成果をあげているというふうに考えておりま

す。このような成果とともに、後、債権管理条例ができまして差し押さえ等の

法的措置も行使させていただきまして、そちらの方も換価された額が、４，０

００万円ほどございました。こういったこともございまして、収入済額が予算

額に対しましてふえているという結果になっていると考えております。 

問（１４） とりあえず、ここで閉めて。 

問（１６） ページ数で、１０ページ、１１ページ、市税ですけれども、この

収入未済額が前年比で９８．６％と、やや落ち込んでいますけども、その理由

についてお伺いします。１０ページ、１１ページ。 

委員長 主要成果の方でしょうか。 

（１６） 主要成果説明書ですね。収入済額です。 

答（収納） いま、御指摘ございました、市税の方でございますが、収入済額

が、昨年度に比べて１，８００万円ほど減少しているのは、どういった理由か

というものでございます。こちらにつきましては、主な要因といたしましては、
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やはり、全体の調定額というものが、大きく減少していることが、こちらの方

に響いていると思います。先ほど申しましたように、私ども、税務グループ、

収納グループ合わせましてさまざまな徴収に向けた滞納整理活動を行ってまい

りましたが、やはり、調定額の減少に対しましてどうしても、収入済額の方が

それに付随した形で下がってしまっているという実態があるということは否め

ないと考えております。 

問（１６） それで、法人市民税の２３年度現在の現況と今後の予測ですけど

も、そして、２４年度の予算の見通しについてはどうでしょうか、お伺いいた

します。 

委員長 小野田委員、ページ数はどこのところでしょうか。 

（１６） １１ページで。市税の中の。 

答（税務） 法人市民税の今年度の状況ということでございますが、今年度の

状況につきましては、８月分までの調定が上がっておりますが、金額にしまし

て、３億９，０００万ほどとなっております。昨年の同時期の比較で申し上げ

ますと、２２年度が、３億１，０００万ということでございましたので、約８，

０００万ほどの今年度は増という状況でございます。また、２３年度の当初予

算と比較をいたしますと、２３年度の当初予算比較では、４億１，０００万の

予算額に対しまして、８月末現在で、９５％ほど収入済みで調定が上がってお

りますので、結果ですね、２３年度の決算見込みでは約６億の決算見込みとい

うことで、今、試算をしておるところでございます。２４年度等の見込みとい

うことでございますが、いまの経済状況の中でトヨタ関連におきましてもです

ね、２４年３月決算の見込みを約３割減ということで見込んでおられるという

ことで、今後ですね、円高等々、震災の関係もございまして、まだまだ、こう

先行きというというのがですね、法人市民税につきましては非常に不透明な状

況となっておりますので、ちょっと、あの状況というのが、なかなかつかみづ

らいというのがございますので、御理解願いたいと思います。 

問（１６） それから、１４ページですね。ここの４の扶助費ですけれども、

２１年度構成比が、１４．８％から、２２年度が、２１．９％と大幅にちょっ

とふえてますけども、その理由についてお伺いしたいと思います。 
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委員長 歳出の関係になりますので、後ほどで。 

問（１２） 個人市民税の収入未済とか。 

委員長 何ページ。 

問（１２） 失礼いたしました。決算書の１０ページ、１１ページです。１０

０ページですね。いろいろ聞きました、その中で、法人市民税についても、景

気、取り戻しているというようなお話もでましたが、私ども市の財政といいま

すか、安定財源、確保するという点でも、法人市民税のあり方について改善を

求めてきましたが、直近の超過課税ですね、全国の実施状況、ということと、

高浜がその点で今後、法人市民税のあり方につて改善の考えがあるのかどうか。

それについて伺いたいと思います。 

答（税務） 法人市民税の関係の税率の全国の状況ということで、まずお答え

させていただきますが。実はちょっとですね、資料がですね、まだ届いており

ませんので、全国の状況というのは昨年度の、２２年の４月１日現在でお答え

させていただきますと、全国の状況で、全国市町村、１，７２７団体でござい

ます。標準税率の１２．３％の採用が、７２４団体、全体の４１．９％になっ

ております。一律超過課税の団体が、７６９団体、全体の４４．５％。それか

ら、合併による不均一課税が、２６団体の１．５％。それから、資本金等の区

分による不均一課税が、２０８団体、１２．１％ということで、何らかの不均

一課税というものは、１，００３団体の全体の５８．１％という状況でござい

ます。それから、法人税の税率の関係でございますが、これも、たびたび御質

問いただいております。本市の考え方といたしましては、地方税法に定めてお

ります、標準税率を基本として行っております。ということでですね、今現在、

実施する考えは持っておりませんのでよろしくお願いいたします。 

問（１２） 資料、見させていただきますと、参考資料ですと増収見込み額が

資本金１０億円以上の法人への不均一課税ということで、４，８４６万８，０

００円という増収見込み額がでているんですが、法人市民税は財源としては非

常に、ばらつきがあるとは思いますが、東日本の大震災なんかあって、大変な

不況が続いているわけですね。その要因の一つには、大企業の内部留保を含め

て、資産の溜め込みがあると、２５７兆円にも超えるような蓄えが大企業には



11 

あるということで、天下の回り物って言われるようなお金が、世の中に回らな

くなってることが大きな要因だと思うんです。不要不急の大型公共事業という

点では、東北でも鉄道の再建そっちのけで高速道路を最初につくるような動き

がありますから、こういうのを見直して、それから、米軍の思いやり予算とか

原発の推進経費が３，５００億円ぐらい、お金、使ってます。これもやめると、

政党助成金もやめると、そうやって、やっていけば、震災の復興財源も浮いて

きますし、ぜひ、高浜市としても、そういう面でも、この不均一課税を実施し

ていただきたいと思うんですが、そういう点で、どうなのかという点と、全国

の自治体の超過課税の実施状況はお話ありましたが、市、段階ではどうなって

いるか、お示しをいただいきたいと思います。 

答（税務） まずは、税率の関係でございます。現在のですね、法人の状況と

いたしましても御案内のとおりですね、平成２０年の１０億がピークになって、

２１年が、２億、２２年が５億ということで、非常にばらつきのあるところで

ございます。先ほどお話がありました、資料要求、うちのほう、おだしをさせ

ていただいておりますが、１０億円以上の法人の状況でございますが、今年度

は、制限税率まで延ばすと４，８００万ということで、その前がですね、昨年

度が、７００万ということで、非常にばらつきがあるという中でですね、当市

といたしましても、均等割、法人市民税というのが、均等割を除きまして収益

の課税を基本としております。こういったばらつきの中でですね、税収、先ほ

ど、委員も言われました、安定財政と、安定性につきましてもですね、非常に

浮き沈みがあるということでございますので、そんな中でですね、税率の超過

課税ということはですね、当市といたしましても考えておりませんので、よろ

しくお願いをしたいと思います。それから、全国の市段階の状況でございます

が、先ほど言いましたとおり、全国の分につきましては、まだ、資料、整って

おりませんので、昨年度の状況で言いますと、全国の市の状況は、全市７８６

団体ございます。標準税率の採用が、１７６団体の全体の２２．４％。それか

ら、一律超過税率が、４０７団体で５１．８％。それから、合併による不均一

課税、これが、２６団体で３．３％。資本金等の区分による不均一課税が、１

７７団体の２２．５％。何らかの不均一課税を行っている団体は、全体の６１
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０団体で、７７．６％とという状況でございます。ちなみにですね、愛知県下

の状況は、これは、２３年の４月１日現在がございますので、ちなみに申し上

げますと、愛知県の状況につきましては、５４市町村中、１３市１町の２５．

９％が何らかの不均一課税を実施しているという状況で、全国とは愛知県下の

状況は違うということは御理解願いたいと思います。 

問（１２） 愛知県が少ないから、全国と違うからというお話ですが、これは

やっぱり、愛知県が遅れているということであって、愛知県が少ないからやら

なくていいというお話とは違うと思うんです。法人税では証券優遇税制なんか

もありますし、これは株で取り引きしたり、配当に係る税金が日本の場合は、

たった１０％なんですね。これを、また継続しようとしてますが、外国では、

アメリカでも、フランスでも、イギリスでも、皆、株に係る税金３０％前後に

なっているんですね。そういうこともありますので。 

委員長 内藤委員、質問は簡潔にお願いします。 

問（１２） はい。ぜひ、不均一課税を実施していただきたいと思うんですが、

約８割、約７７．６％、全国で類似団体の中でもそれぐらいの、じゃない、市

の段階でもそれぐらいの状況があるというお話ですから、ぜひ、不均一課税を

やっていただきたいと思っています。それで終わります。 

問（１４） 主要成果の２８ページの地方交付税のところですけども、普通交

付税を２２年度、２億０，７８９万円交付されているわけですけども、この理

由と今後も、多分、この２３年度も交付予定だと思いますけど、今後の見通し

についてお聞きしたいと思います。それから、３７ページの市債、２２年度の

市債、７億０，８００万、なっておるわけですけども、２２年度末での市債残

高がどれくらいになっているのかということと、それから、今後どういうふう

にふえていくのか、減っていくのか、その辺の見通しとですね、それから、何

年先か、１０年ぐらい先になるかもしれませんが、今、話題になっている、そ

の公共施設の更新等で先行き多大な財源を必要となってくると思いますけども、

そういった中で、いまの市債をどういうふうに減らしていくのかなということ

のこの基本的な考え方ですね、とりあえずは、この間の報告にもありましたよ

うに、実質公債比率はだんだん、年々減ってきておりますし、将来負担率も減
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ってきて、財務的には良くなってきているけど、いつかはまた、そういう逆の

方になっていくような感じもするわけですけども、その辺のことについてもお

聞きしたいと思います。 

答（財務評価） それでは、第１点目の地方交付税の交付の理由、それから今

後の見通しはというところでございますが、地方交付税につきましては、基準

財政収入額が基準財政需要額を下回った場合に交付がされるものでございます。

平成２２年度におきましては、基準財政収入額がリーマンショック等の影響で、

トヨタ関連企業、収益の低迷とそれに伴う還付金の支出により、平成２１年度

の法人市民税が大幅に落ち込んだことを受けて、大幅に減少したため基準財政

需要額を下回ったことが要因としてあげられます。今後の見通しでございます

が、平成２３年度につきましては、算定の結果ですね、２２年度に引き続き交

付がされることとなっておりますが、現段階では、２億６，９４９万７，００

０円というふうになっております。２４年度以降、来年度以降につきましては、

今後の国の動向や東日本大震災による経済情勢への影響などにより基準財政収

入額の伸びが期待できないことから、引き続き１、２年は交付されるのではな

いかというふうに考えておるところでございます。それから２点目の市債の件

でございます。２２年度末の市債の残高、一般会計における残高でございます

が、１１３億８，４３２万円余りというふうになっております。今後もですね、

中期財政計画の目標に掲げておりますプライマリーバランスの黒字をですね、

念頭におきまして、市債を借りていけばですね、早ければ、３年後には残高が、

１００億円を切ってくるというふうに考えております。残高のピークが平成１

１年度でございました。約１６０億円ございましたが、それと比較をしまして、

６０億円程度の残高の圧縮が図ることができるというふうに考えております。 

それから、公共施設の関係で、今後の市債の借り入れについて、どのような考

え方で行くのかというところでございますが、基本的な考え方といたしまして

は、市民福祉の向上に不可欠な公共施設を始めとする社会資本整備において、

建設時の市民がその費用の全額を市税で負担することは困難だというふうに考

えておりまして、税負担の公平性を欠くため負担の平準化を図る観点から必要

に応じて市債は発行していかなければならないというふうに考えております。
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市債の発行に際しましては、プライマリーバランスの黒字を維持しつつ、地方

交付税の影響や金利など市場の現況を将来の財政計画などといった、さまざま

な条件を勘案して、本市にとって最も有利でかつ必要最小限という範囲内で効

率的、効果的に市債を発行していくことで、地方債残高の圧縮に努めていくと

いうことを基本に考えております。なお、地方債の発行につきましては、地方

自治法第２３０条第１項におきまして、公共団体は、予算の定めるところによ

り地方債を起こすことができるというふうにされておりまして、同上第２項で

は、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は予算でこれを定

めなければならないというふうにされておりまして、起債につきましては、予

算という形で議会の皆さまのコントロールを受けることとなっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

問（１４） 先ほど、普通交付税のところで、国の動向によるというようなこ

とを言われたですけれど、いわゆる、基準財政需要額とか収入額というもの、

算定が国の動向によって変わってくるものなのかどうかということと、ついで

ですので、その２番目の特別交付税のところですけども、ちょっとお聞きした

いのは、普通交付税では算定されなかった部分について、特にこう収入が減っ

たとか、あるいは、災害等で特別な需要があった場合に考慮されて交付される

というふうになっておりますけども、これは、地方自治体のほうが、これこれ

こういう理由でこれだけお願いしますというような形で申告というんですか、

申請されると思うんですけど、その申請された金額と、これとが、一致してる

のか、どういうそこでどういう算定がされるのか、その辺もついでにお聞きし

たいと思います。 

答（財務評価） まず、普通交付税のほうでございますが、国の動向によって

ということになりますが、毎年、地方交付税法につきましては、国の経済状況

であるとかですね、そういったものを踏まえて改正がされているということに

なりますので、その普通交付税を算定するに当たっての単位費用であるとか、

そういった内容がですね、変更になるというふうに御理解をいただきたいと思

います。それから、特別交付税の方につきましては、国の方から県を通じて依

頼があるわけなんですけど、必ずしも金額で報告するものもあったりですね、
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人数、件数等で報告するもの等いろいろありまして、必ずしもその申請した金

額がそのまま交付されるということにはなっておりません。全て全国の状況を

踏まえて、上でですね金額は配分されてくるということでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

問（１２） 成果説明書の２３ページ、市税の中で都市計画税がでていますが、

これ、いつも言っているんですが、碧南だとか、いま、合併しましたけれども

一色だとか、目いっぱいとっていませんけれども、これは、高浜市はどのよう

にされる予定なのか、引き下げをされる予定はないのかどうか。それと、２９

ページの１１款の分担金及び負担金の中で、社会福祉費負担金が、これかなり

減っているんですが、老人福祉の関係が予算で見ますと減ってるかと思うんで

すが、これはどういうもので減っているのか、ちょっと内容をお示しいただき

たいと思います。それから、３０ページが１２款の使用料及び手数料、保健衛

生使用料がかなり減っているんですが、これと、住宅使用料、先ほどもでまし

たが、いろいろ工夫をしてみえることは承知してますが、今、何軒、入ってい

て、何軒、空き家になっているのか、先ほど５０％、どうのっていうお話があ

ったと思いますが、はっきり、何軒、入ってて、何軒、入ってないのか、何軒、

空き家なのか、その辺りをお示しください。 

答（税務） まずは、都市計画税の税率の引き下げの考えはという御質問でご

ざいます。現状におきまして、都市計画事業費というものが、都市計画税をま

だ大きく上回っております。その中で、税率の引き下げにつきましては、現在

考えておりませんので、御理解いただきたいと思います。 

答（保健福祉） 社会福祉費負担金の関係でありますが、これは、養護老人ホ

ームの入所者の負担金であります。平成２１年度、２３２人の入所者でありま

したが、２２年は１９８名となっておりまして、３４人、減員となったことに

よる減となっております。 

答（市民生活） 公共住宅での入居状況でございますが、まず、市営住宅でご

ざいますが、９月１日現在で、１４４戸中、１４２戸の入居ということで、空

きが２、入居率については、９８．６％。この２戸につきましては、今月２０

日に抽選会を控えておりますので、近々、１００％になろうかと思います。借
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上公共賃貸住宅につきましては、７８戸中、４０戸の入居、空きが３８、入居

率につきましては、５１．３％という状況になっております。 

問（１２） 都市計画税のほうですが、ちょっと聞き忘れましたが、収入未済

額が、２，３８６万ですか、ありますが。 

委員長 ページ数は、どこですか。 

問（１２） １００ページ、１０１ページですね。住宅のほうの関係ですが、

借上公共賃貸住宅が、約半分、入ってないということなんですが、契約してい

るのは何年で、いつまでかということと、ぜひ、契約している、していないに

かかわらず、約半分も空いていたら、普通の大家さんだと大変なことになりま

すので、ぜひこれ、家賃が高いのも大きな問題だと思いますので、家賃を下げ

るとか、工夫をして全部、効果がでる改善といいますか、何か方策をもってみ

えるのかどうか、その点お示しください。 

答（収納） まず、決算書の１００ページ、１０１ページの都市計画税、収入

未済額がふえていると言う御質問でございます。こちらにつきましても、先ほ

ど、市税全体で申し上げましたが、やはり、全体の調定額のほうが大きく下が

っておりますので、これに合わせまして収入済額が減った分、収入未済額がふ

えているという状況になるかと考えております。 

答（市民生活） まず、借上公共賃貸住宅の契約の期間でございますが、一番

古い物が平成５年に契約をしておりまして、満了いたしますのが、平成２５年

３月３１日、平成２４年度をもって満期となります。次に、エクセル湯山につ

きましては、平成２６年３月３１日、ロイヤル八幡については、平成２７年３

月３１日、パークビレッジにつきましては、平成２８年３月３１日、ビラ湯山、

ハイツセブンにつきましては、平成２９年３月３１日と、毎年一つずつ契約が

満了いたすということになります。続きまして、家賃の値下げということでご

ざいますが、実は、昨年来からオーナー様との定期的な会合を開いております。

こちらのほうからも、こういった形で家賃の値下げということはお願いできま

せんかということで、何度か打診はしておりますけども、基本的には、今、オ

ーナー様と私ども市の契約の中で、その金額を下げるということには至ってお

らないというのが現状でございます。そこで、現在３８戸の空きがあるという
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現実もございますので、これまでの入居率を高めるために不動産会社さんへの

あっせん契約をつくってみたり、案内看板等を設置をしております。加えて、

今年度、民間のその手法をですね調査するために、大手アパート会社さん４社、

担当者、派遣しまして勉強をさせていただいております。加えまして、私とで

すね、センター長がですね、営業部長、課長になりましてですね、市内の大き

な企業さんに、社宅とかアパートを希望される方がいたらぜひとも使ってくだ

さいということで営業活動もさせていただいておりますので、引き続き、入居

率のアップするためにですね、さまざまな努力をしていきたいなというふうに

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

答（収納） すみません。先ほどの発言で少し訂正をさせていただきたいと思

います。収入未済額の方ですが、都市計画税収入未済額がふえているというふ

うに申し上げたのですが、収入未済額、７６万２，０００円ほど、昨年度より

減っております。以上、訂正をさせていただきます。 

問（１２） 借上公共賃貸住宅のほうですが、工夫をしてみえるということは、

わかりますが、なにしろ３８戸も空き家があっては大変ですので、これぜひ、

一刻も早く、２５年に期限が、まず、最初のやつは期限が来るということもあ

りますが、この２５年に期限がくるのに、空いているところというのはどれく

らいあるのですか。 

答（市民生活） センチュリー２１でございますが、２２戸中、入居が６とい

うことで、１６の空きという状況になってございます。 

問（１２） 大変な空き家ですので、これはぜひ大家さんにしてみれば、入ら

なくても市のほうから負担してくれるでいいということかもしれませんけども、

そのまま負担しているのでは大変ですし、今いる方たちもちょっと下げて、空

家のほうも家賃を下げるというような工夫もして、ぜひ効果がでる改善を求め

たいと思いますが、ぜひ、その点で、もう一度お願いいたします。 

答（市民生活） 先ほど、委員の御質問の中で、オーナーさんが市からお金が

入るからというお話もありましたが、この入居率が低い状況で、３月３１日に

お返しすると、４月以降はオーナー様の入りがその分減りますので、オーナー

さんにとってもこの入居率上げるというのは、私ども同様に最重要課題となっ
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ております。先ほど申しました、市内の大手企業さんへのＰＲだとかそういっ

たことも引き続きやってまいります。オーナーさんのお考え、いい知恵をいた

だきましてこの入居率のアップ、これに向けた取り組みを続けさせていただき

ます。 

問（１２） ぜひ、効果がでるような方策をお願いしたいと思います。３３ペ

ージですが、１５款の財産収入で、財産運用収入のところで、約半分くらい減

少しているわけですが、三高駅前ビルといきいき広場なのかどうか、その点を

お示しください。３５ページの１３款、諸収入のところで貸付金の元利収入、

市民生活安定資金信用貸付金元利収入、８００万、中止になりましたが、今後

個人の方が申し込む場合、どんなところが今後あるのかというのをお示しをい

ただきたいと思います。３６ページですが、１９款の諸収入で、保育園収入と

幼稚園収入というのがありますが、保育園や幼稚園の保育料とか授業料とは違

うと思いますが、これ、どういう収入でなっているのかお示しをいただきたい

と思います。 

答（都市整備） 財産運用のですね、不動産貸付なんですが、２２年度と２１

年度で５０％の減になっているということで、三高駅西の再開発ビルの賃貸借

が減になったということで減になっております。 

答（こども育成） ３６ページ雑入の保育園収入の中身という御質問であろう

かと思います。これにつきましては、まず、主なものといたしましては、休日

保育の利用収入、これが今年度が７３万６，５００円。それから一時保育事業、

こちらが３２２万６，７５０円という収入でございます。そのほかに職員の給

食の天引き料もそこに入っております。それから幼稚園収入でございますけど

も、これにつきましては、夏季預かりを実施しておりますので、夏季預かりの

利用者の利用料といいますか、そういった収入になります。 

答（市民生活） 市民生活安定資金の新規の貸付の廃止に伴います、他の借入

先でございますが、社会福祉協議会様ですとか、民間の銀行でライフローンで

すとか、そういった形でチャンネルがかなり用意されておりますので、そうい

ったところを窓口にと今、考えております。 

問（１２） 市民生活安定資金のほうですが、社会福祉協議会はわかりますが、
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銀行の何とかローンというのだと、ある程度銀行に貯金がしていないとだめだ

と思うんですが、その点どうかということと、それから、もう一つ、児童クラ

ブの収入のところで、３６ページですね、１，４４８万７，０００円、でてい

ますが、生活保護家庭で預けているお子さんだとか、一人親家庭の子どもさん、

どれくらいみえるのかということと、生活保護家庭のお子さんは児童クラブの

保育料はでないと思うんですが、一人親家庭の子どもさんで複数預けている子

どもさんなんかは、どれくらいみえて、全然減免制度もありませんので、そう

いう考えはないかどうか、その点をお示しください。 

答（市民生活） 民間金融機関さんの貯金がないと貸してくれないというよう

な御意見でございますが、それぞれ金融機関さんのほうで融資の審査の条件と

いうのは、いろいろあろうかと思いますけども、その辺りですべての金融機関

さんの審査状況を私も把握しておりませんけども、そういった状況でですね、

各金融機関さんの融資の審査、その項目にどう当たっているかというところで

あると思いますので、一概に貯金がないからだめだということはないとは思っ

ております。 

答（こども育成） 児童クラブの生活保護世帯はということでございますけど

も、２２年度は１世帯ございましたので、これは免除してございます。それか

ら、２２年度の父子、母子世帯でございますけども、４４世帯、５１人の方が

みえます。うち、３世帯が父子世帯という形になっておりますが、以前からお

話しておりますように、父子世帯、母子世帯のほうについては入園のときにで

すね、点数化するということもしておりますので、使用料で減免する、免除す

るという考えは持ち合わせておりません。 

問（１２） その下のところで、市町村振興協会基金交付金というのが２，２

４０万９，０００円、これはどういうものでどこから入ってくるのか。その点

をお示しください。 

答（財務評価） この交付金でございますが、財団法人ですね、愛知県市町村

振興協会から交付されるものになりますけれど、市町村振興宝くじ、いわゆる

サマージャンボ宝くじの収益金をもってですね、交付されるというものでござ

います。 
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問（１２） その下に新宝くじ交付金というのがあるんですが、これとはまた

サマージャンボと別になっているんでしょうか。 

答（財務評価） こちらの交付金につきましては、オータムジャンボの宝くじ

の収益金をもって交付金として交付されるというものでございます。 

問（２） 主要成果説明書の３６ページ。雑入のところで主なものということ

で、資源ごみの回収収益金が２１年度に比べて２２年度が１，４４１万８，５

６９円ということで、６９．５％ふえているのですけども、これの内容を教え

ていただけませんでしょうか。 

答（市民生活） 資源ごみの回収収益金の前年度に比べての増というところで

ございますが、一番大きな要因は、キロあたりの単価が改善されたというとこ

ろでございます。一つ、二つ、具体的に申しますと、スチール缶が平成２１年

４月１日現在の単価が４．２円でございましたが、２２年４月１日は１９円４

０銭ということで３６３％ほどのアップがありました。続いて大きいのが、雑

誌関係で平成２１年が２円だったものが、２２年４月に４円２０銭、そして１

０月１日に５円２５銭となりまして、これも１６２％ほどの単価改善、アルミ

缶につきましても３６円のものが、９４円５０銭ということでそれぞれ単価が

上がっております。実際的に多かったものでございますが、これもスチール缶

が単価改善によりまして、だいたい８４万５，９９０円上がっておるというも

ので、単価増という部分が非常に大きいというところでございます。 

 

 休憩 午前１１時０７分 

 再開 午前１１時１８分 

 

 

認定第１号 平成２２年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について 

《歳出》 

１款 議会費 

 

 質 疑 な し 



21 

 

 

２款 総務費 

問（８） 主要成果説明書の４４ページ。市民予算枠事業は市長のマニフェス

ト事業として平成２２年度から始まった事業でありますけども、事業の成果を

担当グループとしてどのように評価しているのか、お聞きしたいと思います。

それからもう一つ、６３ページ、総合行政推進事業、ここで第６次総合計画の

策定、自治基本条例の策定、企画調査などを主に行いましたとあります。市民

会議などを立ち上げ、新たな市民参画の手法を用いて第６次総合計画の案を作

成しておりますけども、その策定手法などをどのように評価しているのか、お

聞きかせいただきたいと思います。 

答（地域政策） まず、第一点目の市民予算枠事業の実施ということでござい

ますが、開始初年度ということもあり、制度の周知期間、４月、５月に周知し

て、事業の提案がなされるのかなという不安もございましたけども、主要成果

にございます、８団体から１０事業の提案がなされておりまして、事業の趣旨

である地域のやりたいという思いを実現する第一歩は踏みだせたのかなと考え

ております。今後、さらに制度の周知を図るとともにですね、事業の効果等の

内容を広報等で周知しながら、元気で活力に満ちたまちづくりということが念

頭にございますので、市民の主体的なまちづくりを応援していきたいと考えて

おります。第二点目の総合行政推進事業の市民参画の話でございますけれども、

第６次総合計画の策定のプロセスにおきましては、かつてないほどの規模で市

民との協働の実践の場となりました。素案づくりにおきましては、公募市民と

職員のあわせて１４８名で構成する高浜市の未来を描く市民会議ということで、

約１年間、１２０回以上の討議を重ねてまとめてきました。成果といたしまし

ては、このような市民参画を徹底したことにより、この計画が、その市民の方々

含めて自分たちのまちの計画という意識が強く刻まれて、実行段階におきまし

ても、今、高浜市の未来を創る市民会議が立ち上がってございますように一緒

に自分たちができることは取り組んでいこう、また、計画の進行状況を見きわ

めていこうというようなことにつながったのが成果だと考えております。 
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問（８） １３団体１８事業ということで、市民予算枠事業が行われておりま

す。地域内分権推進型ということでここに掲げられておりますけども、その特

徴的な取り組み事例あるいは、成果などをもう少しお聞かせいただけたらと思

います。 

答（地域政策） 主要成果の４４ページの地域内分権推進型の上から五つ目に

ございます、湯山クラブさんが実施された「湯山公園の整備とふれあい事業」

ということで説明させていただきますが、この事業を始めるに至ったきっかけ

というのは、一つ特徴があることでございます。まず、防災というまちづくり

活動を行ってくる中で、一次避難所である湯山公園ということに対する愛着を

深められて、その中で地域住民とのふれあいも大事だねということで、その事

業を実践、積み重ねてきた中で、事業が組み立てられてきたと、また企画段階

におきましては、子ども会、町内会を交えたアンケート等の実施がされておる

ということでございます。事業の内容といたしましては、湯山公園においてグ

ランドの整備や花壇の移設、遊具のペンキ塗りなどを行って、公園の魅力を高

めるとともに防災を絡めた世代間の交流事業が行われてきたということでござ

います。現在お聞きしております成果といたしましては、一次避難所としての

意識が高まって、防災に対する活動が活発になってきたということと、花壇の

手入れや公園の草取りなどが自主的に行われるようになってきた。また、子ど

もが安心して遊べる環境が整ってきたなどの声をお聞きしております。 

問（１０） 主要成果説明書７２ページですけども、備蓄品の購入ということ

で、今、アルファー米ですとかアレルギー対応食、飲料水とありますけど、今

後これの積み増しというのですか、これがマックスなのか、これ以後ふえてい

くのかお聞かせ願いたいと思います。 

答（危機管理） ただいま委員から御質問のありました備蓄品の食料といたし

ましては、現在、アルファー米のほうを１万８，０００食、それから飲料水に

つきましては、１万８，０００リットルにつきまして市内３箇所の備蓄倉庫の

ほうで備蓄をしております。今年度につきましては、６月補正で御議決いただ

きましたので、補充分につきましては、現在契約して納品を待っている状況で

ございます。今後備蓄品をふやすかどうかにつきましてですが、今回の東日本
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大震災の被災地の状況をいろいろな会議等でいろんな意見をいただくと、やは

り現在備蓄している食糧に加えまして、日用品の不足、それから体育館等にお

きましては、個人の空間づくりという、屋内用の間仕切り等が活躍していまし

た一方その調達に関しまして、かなりの時間を要したというのが、経験上得る

ことができました。本市におきましては食料と水については地域防災計画上の

避難者に対応するように整備はしておりますが、現時点におきましては、間仕

切りだとか、今回教訓として得たものにつきましては、県内の市町村の備蓄状

況を勘案しまして、新たに計画的に整備を進めていきたいと考えております。 

問（１０） 同じページの４番目に水防業務に関する事業とあります。住民の

人たちの参加をいただいて、水防訓練、そして消防団員による水防の警戒、樋

門の操作とありますが、この事業内容を説明していただければと思います。 

答（危機管理） ７２ページにございます水防業務に関する事業につきまして

は、高浜市消防団のほうに業務を委託している形になります。業務内容といた

しましては、水防訓練ですね、今年でいきますと２３年の５月の２９日に実施

いたしました稗田町、向山町の合同の水防訓練の際に、消防団の皆さまにも樋

門の訓練だとか、点検のほうを行っていただいております。また、今年になっ

て３回台風がございまして、特に６号、１２号につきましては消防団のほうに

も待機をしていただきまして、高潮注意報がでて、樋門操作を行う場合には現

地等に行っていただき、樋門の操作につきましては、高浜市水防計画、並びに

高浜市地域防災計画上におきまして、各分団で担当部署のほうが定められてお

りますので、その箇所に行っていただいて、実際のときには災害時には対応し

ていただく形になっております。 

問（１０） 津波に関しても同じような対応をとる、本署から、あるいは分団

の命令でですね、各分団がその担当部署へ詰め掛ける、そのときの指揮命令、

あるいは、消防団員が、今回の３月１１日の震災で多くの２５１名だったです

か、多くの消防団員の犠牲があった。その中には指揮命令、あるいは退去、そ

ういったところの伝達が非常に不十分であった部分と消防団員の意気込みとい

う部分とあるわけですけども、そういった指揮命令、あるいは新しい防災無線、

あるいは行政無線ですか、の活用をしたらですね、要するに、消防団員の速や
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かな撤退、自分の人命の確保の上においての撤退とかですね、そういう指揮命

令系統というのはどうなっているのか教えていただければと思います。 

答（危機管理） ただいま御質問のありました災害が、まず、津波につきまし

ても高潮と同じで消防団のほうに水防団という形で活動していただく形になり

ます。また、御質問のありました指示命令系統につきましても高浜市水防計画、

災害対策本部が設置された場合につきましては、地域防災計画上で規定されて

おりますが、消防団につきましては、団長から各分団長に指示命令系統がでま

して、そこから各分団長から団員の方に指示命令がでる形になっております。

今、委員の御質問のありました通信手段につきましては、現時点では、基本的

には携帯電話が主な通信手段となっております。無線につきましては、今後、

防災無線更新時にですね、消防団と市の災害対策本部のほうでも現場から通信

ができるようにそういった形で整備のほうを進めていきたいと考えております。

また、今回の東日本大震災におきましては、先ほど委員のおっしゃられたよう

に、多くの消防団員の方が亡くなられております。そのほとんどの方が使命に

基づきまして現地の状況把握に行くとか樋門の操作だとか、現地に救助に向か

った途中で救助に向かった途中で津波にあわれて亡くなられたという報告も受

けております。高浜市にもあのような震災が起こることは想定されますが、実

際の水門等の操作で撤収命令につきましては、本部のほうから出させていただ

きますが、最終的な判断は、現場で消防団員の判断になると考えております。 

問（１０） 今、先ほどありました、防災計画ですとか水防計画、この中に消

防団員の安全確保の部分の記述といいますか、こうあるべきだ、そういうよう

なことは盛り込んであるということでよろしいですか。 

答（危機管理） 中身につきましては、現地に行って報告内容、それからどう

いったものを報告するだとかありますが、撤退等については明記はされてはお

りません。 

問（１０） ７３ページのですね、家具転倒防止器具取り付けについてお伺い

したいと思います。単純に私の考えでいきますと、取り付け件数が６件という

ことで、多いのか少ないのか、私の考えではちょっと少ないのかなと思います

が、この業務がですね、もう既に行き渡っているのか、あるいはまだ周知徹底
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されていないのか、あるいは手続き上、非常に煩雑といいますか、書類を出さ

なきゃいけないとか、そういう面倒くさいから出していないとか、いろいろ問

題点があるのか、この取り付けの件数について、何か御意見があれば伺いたい

と思いますが。 

答（危機管理） ただいま御質問のありました家具転倒防止につきましては、

主要成果の７３ページにございますように、昨年度の実績につきましては６件

でございます。対象世帯が概ね６５歳以上の単身高齢者や高齢者世帯のみ。ま

た、障がい者を対象としておりますので昨年度実績は６件でございました。実

はこの制度は平成１６年度から開始いたしまして、今までで累計でいきますと、

１７０件の申し込みがございました。手続きにつきましては、とりわけそんな

に難しい手続きではなく、申請書を一枚書いていただきますと、こちらのほう

から委託先でありますシルバー人材センターのほうに連絡をいたしまして、御

本人さんの家の中を見せていただきますので、立ち会う日程を調整させていた

だいて、現地のほうでどこの場所の家具をどのように付けるかというのを立会

いのもとやらせていただく形になります。費用につきましては、留め具につい

て実費分のみ本人様に負担していただく形になっておりますが、先ほどおっし

ゃられたように昨年度実績が６件、その前の年も６件ということで、若干この

２年程度は止まっておるのかなという感じはいたします。ただ、一昨年、平成

２０年でいきますと３５件という実績もございますので、こちらについては年

２回の広報で周知徹底を現在も行っておりますが、民生委員の方にもお願いい

たしまして、戸別訪問ですね、６５歳以上の世帯を回るときにはこういった制

度があるということをＰＲしていただくようにお願いしております。 

問（１０） 独居の方ですと今は民生委員、あるいは夫婦の老老ですとどうい

う形をとられるかと思いますけど、一つは啓蒙活動といいますか、こういう助

成制度がありますよというようなことをですね、なるべく多くのこういう対象

者の皆さん方に周知徹底していただきますようにお願いして終わります。 

問（１６） 主要成果の５７ページ、（４）のわかりやすい予算書の発行ですけ

ども、この発行部数何部発行されたのかということと、これについての成果に

ついてお伺いいたします。それから、７０ページ、防犯灯施設事業ですけども、
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防犯灯の管理数は２，１５８ということで、新設が１３基、撤去数が８基です

けども、この撤去の理由について伺います。それから、お隣の７１ページ市民

相談事務事業ですけども、この中の日系人相談、回数が３，７３８人、件数が

５，３９１件ということで、かなりの件数が多いわけですけども、主にどのよ

うな相談内容なのか、お伺いいたします。 

答（財務評価） まず一点目のわかりやすい予算書の発行部数、それから成果

はということでございますが、平成２２年度につきましては、１０月にですね、

疑問編というもの、それから財政状況編というもの、２種類をですね、それぞ

れ３５０部作成して発行しております。公共施設への設置でありますとか、公

式ホームページでも掲載しております。成果でございますが、市民会議の皆様

を対象としたアンケート結果ではございますが、市の財政状況がよくわかった

というような声をいただいているところでありますが、最終的な成果につきま

しては、市民意識調査といった形でですね、総合計画のところでのアンケート

等で最終的な成果等は把握していきたいなというふうに思っております。 

答（都市整備主幹） 主要成果説明書７０ページの防犯灯施設事業についてで

あります。先ほど撤去数についての御質問なんですけども、基本的には古くな

って壊れかけたものを撤去して新しくなったものがほとんどです。それと１件

については、近くにコンビニができて地域のほうからいらないということで撤

去した事例も含まれております。 

答（市民生活） 続きまして、市民相談事務事業の日系人相談の主な相談内容

でございますが、一番多いものが、市民税、国民健康保険税、軽自動車税に関

する相談が８１６人、次いで外国人登録証明書の関係でございますが、こちら

が６９４人、３番目に多いものが、外国人原票登録記載事項証明書ということ

で５７０人ということで上位３つの項目は以上でございます。 

問（１６） わかりやすい予算書につきましては、その効果につきましては、

今後アンケート等でしっかりと効果を検証していくということですけども、ぜ

ひともよろしくお願いいたします。これは今後も継続してわかりやすい予算書

を発行していくのかどうかについてもお伺いしたいと思います。それから７０

ページの防犯灯ですけども、今、ＬＥＤが一般家庭でもずいぶん利用されるよ
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うになりましたけど、本市の防犯灯も予算の関係もありますけども、ＬＥＤに

切り替えていけたらと思っておりますけども、このことについてのお考えもお

伺いしたいと思います。それから７１ページの今、外国人の相談の主な内容に

ついて伺いましたけど、土日と平日の件数の違いですけども、日系人の相談と

いうことで、ポルトガルの通訳者を配置しておりますけども、どのような成果

がでたのか、このことについてもお伺いします。 

答（財務評価） わかりやすい予算書の今後の発行についてということでござ

いますが、今年度につきましては、５月に当初予算編ということで発行してお

ります。今後の発行にあたっては、市民会議の財政分科会のメンバーの方から

御意見をいただきながら、発行していくということでございます。来年度以降

につきましては、わかりやすい予算書を含めて、より市民の皆さまに理解して

いただけるような、財政状況を理解していただけるようなものを構築していき

たいというふうに思っておりますので、わかりやすい予算書につきましては、

現段階では継続して発行していきたいというふうでございます。 

答（都市整備主幹） 主要成果７０ページの防犯灯施設事業の件につきまして、

市内にはだいたい今管理しているのが２，１５８灯の防犯灯でございます。こ

のうちの２０ワットの蛍光灯が１，１３１ありまして、これにつきまして、本

年度と来年度で１０ワットのＬＥＤ灯に、防犯灯に国の交付金を利用いたしま

して、替えていくということで進めております。 

答（市民生活） 日系人相談の平日と土曜日の件数でございますが、まず、人

数のほうから申し上げます。平日が３，１８２名。土日につきましては、５５

６人となっております。相談件数につきましては平日が４，６９１件、土日が

７００件という状況でございます。あと、市民相談のどのような成果というと

ころでございますが、私ども職員では翻訳できない部分がありますが、言葉の

コミュニケーション、職員と実際にお越しになられる日系人の方、そこの橋渡

しをしっかりしていただけるので、効率的な事務にもつながっておろうかとい

うようなところは効果かなと考えております。 

問（１６） ＬＥＤにつきましては、今後電気料金が安くなる分でいろいろと

経費削減につながっていくと思います。皆さん御存知のようにＣＯ２が５０％



28 

から６０％、これを減らせることができますし、消費電力につきましても３分

の 1 から２分の１に。長寿命で１０年間くらい取り替えがいらないということ

ですので、この導入、それからこれからの事業の推進、よろしくお願いいたし

ます。 

問（４） 主要成果の説明書７５ページ、２款１項１９目のところでお聞きし

たいと思うんですけど、構造改革推進事業の「高浜版事業仕分け２０１０」が

愛知県下で最初となって行われて、大変好評だったかと思うんですけども、そ

の取り組みにおいてですね、たくさんの方々が傍聴に来られるなか、行われて

いましたが、どのような成果があったかをお聞きしたいと思います。 

答（財務評価） 今回の事業仕分けの目的でございますが、まず一点目としま

しては、市の事業を抽象論ではなく、現場の視点で洗い直すことによって、そ

の事業のあり方も含めて行財政全体の再構築に結びつけるということ。二点目

といたしましては、市民の皆さまに事業の内容を広く知っていただくというこ

と。三点目といたしましては、職員のほうにですね、気づきをもたらすなどの

意識改革を行うことといった三つの目的を掲げておりました。一点目の行財政

全体の再構築に結び付けるということにつきましては、必ずしも十分な成果が

あったとは言い難い面もありましたので、平成２３年度はそこの部分に特化し

たような形で事業仕分けを実施したということでございます。二点目の市民の

皆様に事業の内容を広く知っていただくということにつきましては、市民判定

人方式を導入したり、二日間で５５０名を超える市民の皆様にも傍聴していた

だきましたので、市がどういった事業にどのように取り組んでいるのかといっ

たようなことを広く認識していただけたものだというふうに考えております。

また、職員にとっては、自らが取り組んでいる事業を改めて考え直す機会とな

って、さまざまな気づきを得ることができたというふうに考えているところで

ございます。 

問（４） さまざまな気づきを得ることができたというふうに考えられている

ということですけども、事業仕分けでですね、継続して無駄をなくす仕組みと

して、行われたかと思うんですけども、何が形として残ってですね、どのよう

に継続されていくかという点についてお聞きしたいと思います。 
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答（財務評価） 事業仕分けにつきましては、今年度の「事業仕分け２０１１」

をもって一たん終了とし、次年度以降につきましては、アクションプランの中

にも掲げておりますが、現在検討しております行政評価システムの中でですね、

その手法を活用していくということとしております。具体的な活用方法などに

つきましては、今後設置されます高浜市行政評価委員会の中で検討がされると

いうことになりますが、例えば、議論のスタイルでありますとか、外部の目線

を入れて、公開で議論をするといったようなこと。また事業仕分けで使用した

シートの活用などといったようなことが考えられるところでございます。 

問（４） 行政評価システムの中で手法を活用していくということですね。で、

外部の目線を取り入れるというのは非常にいいことだと思いますのでぜひ実行

していただきたいと思います。次にですね、主要施策成果説明書の９６ページ、

２款８項１目ですね、基金費ですね、平成２２年度において公共施設等整備基

金の元金を２億４，０００万円積み増ししていますが、先の一般質問において

も質問があったように、将来的な公共施設のですね、老朽化に対する備えとし

てですね、財源の確保が不可欠であると思われますので今後の基金の積み立て

に対する考え方を伺いたいと思います。 

答（財務評価） 一般質問の中でも、少しお答えさせていただいておりますが、

中期財政計画の中では、平成２５年度末の公共施設等整備基金の残高を８億円

程度まで積み増すことを目標としております。今回の補正予算でもお願いをし

ておりますが、２億７，０００万円程度を積立てることで、今年度末の基金残

高は、５億９，０００万円余りとなる見込みでありまして、これにより次年度

以降は、毎年度１億円を積立てていけば、目標額である８億円は達成できると

いう計算でございます。昨今のような社会経済情勢の先行きが不透明な中では、

不確定要素も多く、確実なことは申し上げられませんが、今後とも、財政調整

基金とのバランスを考慮する中で、財源に余裕のある場合は、中期財政計画の

目標額にこだわることなく、積極的に公共施設等整備基金に積立ててまいりた

いと考えております。 

問（１２） ４４ページ、２款１項３目の市民予算枠事業ですが、まず、交付

金ですが、それぞれのまちづくりに交付されて足らなかったり、まちづくりの
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中で工夫して、この金額すべて使わなかった場合にその後はどうなるのかとい

う点と、市民予算枠のこういう交付金と子ども医療費はこの予算枠の中でとい

う話聞いてますが、目的が違いますから、別に分離したほうがいいと思うんで

すが、その点どうかというところ。ページ５３ページの２款１項７目、職員の

衛生管理事業の中でですが、６８６万３，８９６円でていますが、受診者数が

２６２人となっていますが、職員は全員で何人か、メンタルヘルスではどのよ

うな対策をとられているのか、その点をお示しください。 

答（地域政策） まず、第一点目の市民予算枠事業の交付金の不足だとか、あ

と余った場合はどうするかということでございますが、事業を組み立てられる

段階できちんと積算されておりますので不足ということ自体は発生いたしませ

ん。あと余った場合はどうするかということでございますが、やはり我々とし

ましては、行政としてはこの積算でだしますけども、さらに地域の方々で工夫

されて経費節減されたものにつきましては、またまちづくりのほうへ転用して

いただくというふうな仕組みになっております。 

答（市民窓口） 先ほど、子ども医療費について市民予算枠事業の中で行うこ

とについての御質問がありましたが、先の事業仕分けでもお話がでておりまし

たが、子ども医療費の無料化に伴いまして各自治体が医療費の拡大、これにつ

いて懸念をしておるというなかで高浜市においては、こういった市民予算枠事

業に位置づけまして、市民の方にこれだけの医療が膨らんでしまうとこれくら

い予算がかかってしまうということを認識していただくことは、大変重要なこ

とであるという意見をいただいております。私どもこのように考えております

のでよろしくお願いいたします。 

答（人事） ５３ページの職員の衛生管理事業で職員の検診の受診者数、受診

率ということでございますけども、まず職員につきましては正規職員が受診者

数２５２人で、受診率が９３％になっております。それから臨時職員につきま

しては、受診者数が１４６人で受診率が９４．２％という状況でございます。

それからメンタルヘルスへの対応ということでございますけども、４９ページ

に職員の研修事業というところがございますけども、この中で上から４段目の

箱にメンタルヘルスに関する研修ということで２４人受講いたしておりますし、
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次のページ５０ページでございますけども、一番下の箱、カウンセリングマイ

ンド研修というものがございます。これはメンタルヘルスについての相談を受

ける技法を学ぶというものでございますが、こういった研修に２人参加してお

ります。 

 

 休憩 午前１１時５４分 

 再開 午後０時５８分 

 

委員長 少し時間早いようですけども、休憩前に引き続き、会議を再開させて

いただきます。再開に当たって一言お願いいたします。委員各位におかれまし

ては、意見要望は控えていただきますようお願いするとともに、当局側におか

れましても簡潔なる答弁をお願いいたします。 

 

問（１２） ページ５３ページ、２款１項７目の職員の衛生管理事業の関係で

すが、２６２人となっています。２２年度で。胃検診が６人、特別健康診断２

５人、これは胃検診とか特別健康診断、同じ方がということだと思うんですが、

この定期健康診断２６２人の受診者というのは、先ほどのお話ですと、２５２

人という全員で、２５２人ということだと思いますので、臨時職員が含まれて

いるかと思いますが、そうすると人数があわないんで、このあたりの関係はど

のようになっているのかお示しください。まず、そこまでお願いします。 

答（人事） まず、定期健康診断というのは、４０歳未満の職員とそれと臨時

職員が対象になります。次のページ５４ページなんですが、こちらのほうに、

上から２つ目のポチなんですけども、職員ドックというものがございます。こ

ちらのほうが４０歳から４９歳の職員が対象になってまいります。当然、健康

診断項目というのが違ってまいります。それとその下に総合検診というのがあ

りまして、こちらのほうが年齢が５０歳以上が対象になっているということで

職員がすべて定期健康診断ではないということ、年齢で分かれているというこ

とでございます。 

問（１２） わかりました。そうしましたら、ページ４９ページ２款１項７目
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定員適正化事業の関係ですが、千人当たりの職員数でいうとどのようになって

いるのかということ。県内ではどのようになっているのかというのをまずお示

しいただきたいと思います。 

答（人事） まず、職員の千人当たり職員数ということでございますけども、

今、資料持っておりませんが、全国で類似団体別職員数というのがありまして、

高浜市と同じ類似団体が１９団体ほどございます。その中で職員の数というの

は高浜市のほうは平均の７割ほどだったと思っております。細かい資料持ち合

わせておりませんで申し訳ございません。 

問（１２） 後でいいのでまたお示しいただきたいと思います。それから、ペ

ージ６５ページ。広域行政推進事業、２款１項１３目ですね、名鉄三河線の複

線化促進期成同盟会負担金というのが一万円でています。これは碧南から吉良

吉田方面はなくなってしまっているんですが、複線化をこのあたりも名鉄切ら

れるんではないかというような話まででることがありますが、どのような活動

をしてみえるのか。目に見える活動というのは何かあるのか。そういう点でお

示しいただきたいと思います。それからリニア中央新幹線建設促進愛知県期成

同盟会負担金７，０００円と中部国際空港の負担金が４万５，０００円でてい

ますが、日本の今、財政再建から考えても大型公共事業の見直しは大切なとこ

ろだと思いますが、どのように考えてみえるのかお示しください。 

答（人事主幹） まず、名鉄三河線の関係でございますが、名鉄三河線につき

ましては、御案内のとおり通勤、通学だけでなくですね、車を運転できない子

どもや、高齢者の方の重要な移動手段となってございます。その中で現状の利

用者が決して多いというわけではございませんが、今後利用者が減少を続ける

ことになった場合にですね、廃線問題も起こりかねないことから、その利用の

促進活動を行っているものでございます。具体的には市内には３つの駅がござ

いますが、去年の例で申し上げますと吉浜駅周辺でのイベントで利用促進のＰ

Ｒ活動を行っていることが主な内容でございます。続きまして、リニアの関係

でございますが、そもそもリニアの関係の目的はですね、大きく分けて二つご

ざいまして、まず一つ目はですね、東海道本線のバイパス機能という機能がご

ざいます。当然、東海道本線の方につきましては老朽化等と大きな地震が起こ
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った場合にですね、バイパスという機能を持たせるために中央の新幹線の必要

性がうたわれてございます。もう一つの理由でございますが、東京一極集中と

いう現状を打破するために、また各地域の経済の発展のためというような目的

もございますので、そういった観点で建設のほうを促進をしているというふう

に理解をしていますのでよろしくお願いいたします。 

問（１２） 名鉄三河線の複線化の期成同盟会ですが、先ほど吉浜で利用促進

の活動をしてみえるというお話がありましたが、これは吉浜で一回だけなのか

どうか。ぜひ、名鉄の利用を含めて廃線にならないようにしっかり活動してほ

しいと思うんですが、その点どうなのか。お示しください。 

答（人事主幹） 具体的なＰＲ活動でございますが、吉浜駅では人形小路ひな

祭り等の場をおかりしてＰＲ活動をしているほかにですね、高浜港駅で行われ

ております、鬼みちまつり、こういったところで駅庁舎の特産品陳列ケースを

リニューアルするなどのＰＲ活動を行ってございます。 

問（１２） リニアの件についても中部国際空港についても大型公共事業とい

う点で、大変見直しが言われているなかで非常に大きな問題があると思います。

その点で、中部国際空港では乗り入れ便も減っていますし、ぜひ大型公共事業

の見直しを考える点でもやめるように指摘しておきます。ページ７２ページの

６番の木造住宅耐震診断事業の件ですが、高齢者への５０件という、この中で

５０世帯というのはどれくらいのなるのかというのと、耐震診断するのは市内

でなくてもいいのかどうか。市内の方でなくても耐震診断するのはいいのかど

うかということ。それから、ページ７５ページの構造改革推進費、事業仕分け

は、先ほどの質問の中で今年度で終わりというようなお話があったように伺え

たんですが、その点またはっきりとお願いしたいと思います。非常に弱い立場

の人というか、この２２年度も２５０万くらいの予算でいきいき銭湯の件が切

られましたが、そういう弱い立場の人たちに負担をさせるようなことはしない

というような話が最初にあったと思いますが、そういう点で、ぜひ今後そうい

うことがないようにお願いしたいと思いまして、まずその点お願いします。 

答（危機管理） ただいま、委員のほうから御質問のありました防災対策費の

木造住宅耐震改修事業につきまして、昨年度の実績は５０件でございます。こ
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ちらにつきましては、耐震診断を受けたいという方であれば、市内の木造構築

物ですね、５６年以前の建物であれば耐震診断を受けることは可能でございま

す。御質問のありましたそのうち何世帯が高齢者かということにつきましては

耐震診断の時点では、こちらの世帯が把握できておりません。受けた５０件の

方が単身の方なのか、子どもさんと同居されている世帯かというのはこちらの

ほうでは把握できておりませんが、実際に耐震補強していただく場合につきま

しては、高齢者とかですね、障がい者の方については補助額が増額する制度が

高浜市ございますので、そちらのほうでは把握できますが、診断だけにつきま

してはあくまで件数のみしか把握はしておりません。 

答（財務評価） 事業仕分けにつきましては先ほども答弁させていただきまし

たが、今年度２３年度をもってですね、終了と。一たん終了という形でござい

ます。 

問（１２） 耐震診断するのは、市内の方でなくてもいいのかという点でお答

えがなかったのでその点お答えお願いします。それからページ８１ページです。

２款２項１目の中で窓口業務委託、高浜市総合サービスが７４０万２，５００

円、市税の徴収業務でも載っています。６１６万１，４００円。ずっと窓口業

務関係で総合サービスが載っているんですが、総合サービスの職員が市の職員

に指示を受けるというか、偽装請負ではないかという場面があって、市内の方

がそういう場面にでくわしまして、そういう場合にその当時税務課の方に聞い

たところ、そういうことだということで、偽装請負していないというお話がず

っとありますが、そういう場面があったということで非常に問題があると思い

ます。２２年度も、２３年度も見てみえます。その場面を。ぜひその点でそう

いう総合サービス、労働者派遣法に切り替えるべきだと思いますが、その点、

どうでしょうか。 

答（危機管理） 木造住宅の耐震診断の件ですが、先ほども答弁させていただ

きましたが、あくまで市内にあります木造住宅で５６年以前の建物ですので、

市外の方でも所有がそちらの方であれば耐震診断は受けることはできます。 

答（市民窓口） 窓口業務の委託についての御質問でございますが、窓口業務

の委託の範囲につきましては、業務の委託契約書の仕様書の中で厳格に定めて
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おりまして、指揮命令の関係につきましては委託業者の業務主任者を通して業

務を遂行すると一定のルールを定めており、適正に実施しておると考えており

ます。今、お話ありました事例につきましては、委託契約書の仕様書に書かれ

ている以外のことにつきまして、御質問があったというようなことではないか

と思います。このような場合につきましては、市職員が対応するということで

行っておりますのでよろしくお願いいたします。 

問（１２） 住宅改修の件ですが、持ち主が市内か市内じゃないかという話で

はなくて、耐震診断を行う方が市内か市内でなくてもいいのかどうかというの

をお聞きしたんです。範囲が広げてあるというふうに伺っていますのでその点

をお聞きしたいと思いまして。総合サービスの件ですが、直接、市の職員に指

示を受けているということが、違う問題で聞いていたんではないかというお話

がでましたが、市民の方が直接窓口でそういう場面を見たと。それで税務課の

方に聞いたところ、申し訳なかったというお話があったそうですので、ぜひそ

ういうことがないように指摘をしていきます。ページ７９ページです。窓口業

務の件で、総合サービス、先ほどの職員に指示を仰ぐということもですが、個

人情報保護の観点からいっても、そういう面での対策はきちんと講じているの

か、個人情報や守秘義務、そういう点でお示しいただきたいと思います。それ

から、ページ８３ページの総合サービスの緊急雇用の創出基金事業、債権回収

コールセンターの業務委託の関係ですが、これは何件くらいの、いくらくらい

の滞納を債権回収のほうに渡したのかというのとどれくらい整理がついたのか

という点をお示しください。 

答（市民窓口セ） 私のほうから総合サービスの業務の関係、窓口業務の関係

でお答えさせていただきます。総合サービスの偽装請負の関係でございますが、

これは常々申し上げてございますとおり、今まで国や県からの関係機関からの

いろんな御指導、御意見等いただいて、その都度不具合があれば業務内容の整

理をし、現在に至っているというふうに認識をしております。そこでその内容

につきましては、委託契約書、あるいはその中にございます、仕様書をきちっ

と業務内容を明記し、厳格な対応、適正な対応がされておるというふうに私ど

もは思っております。そして職員が絡む件のお話ですが、これも常々申し上げ
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ておりますが、地方自治法の２３４条の２におきまして、普通地方公共団体が

請負契約を締結した場合においては、職員は契約の適正な履行を確保するため

に必要な監督をしなければならないという規定がございます。当然、委託契約

でございますので実施主体は市のほうにございますので、そういった指導監督

の中での対応だというふうにとっております。それから個人情報の件でござい

ますが、これは内藤議員御承知のとおり、高浜市の個人情報保護条例第１２条

の中におきましてきちっと取り扱いを厳格にするように受託業者への規定がご

ざいますので、高浜市総合サービスにおいてこの条例の趣旨の沿った対応がさ

れているというふうに捉えております。 

答（危機管理） 先ほどお問い合わせのございました耐震の診断の委託の件で

ございますが、委託先につきましては、社団法人県建築士事務所協会のほうと

契約をさせていただいておりますが、実際のところでいきますと市内の方から

申し込みがあった場合につきましては、市の建築士の方とか、そちらの方に窓

口になっていただいて、実際やっておるのが現状でございます。 

答（収納） 主要成果８３ページの緊急雇用創出基金事業で債権回収コールセ

ンターにつきまして御質問いただきましたが、この事業は滞納者が増加するな

かで訪問や相談回数も増加しておりまして、長期の予防観点から市税、国保税

等で概ね現年度分の滞納者へ電話による自主納付の呼びかけを行った事業でご

ざいます。こちらにつきましては、電話催告件数が２，０２４件です。平成２

２年度２，０２４件で、実際に納付いただいた金額でございますが、１，９３

６万６，６００円となっております。 

答（人事） 先ほど１２番委員から４９ページの定員適正化事業の関係で人口

千人当たり職員数はという話がございました。やはり人口規模の大きな都市と

小さな市と同じ土俵で比べるわけにはいかないということで総務省の自治行政

局が類似団体別職員数の状況というのをだしております。平成２１年４月１日

現在でございますけども、比べる方法も一般的な方法と、それから修正値で比

較する方法があります。修正値というのは、自治体によっても、例えばごみ収

集業務を委託にだしているとか自前でやっているとかいろいろあるものですか

ら、比較的同じ土俵で比べるものが修正値というものでございますけども、こ
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れが高浜市と同様の類似団体が全国で、先ほど申し上げましたとおり１９団体、

１９市ございます。この１９市の人口１万人当たりの職員数が５９．９９人、

約６０人、１２番委員でおっしゃるところの千人当たりでは６人となりますけ

ども、これが１９団体の平均職員数、人口１万人当たり平均職員数が５９．９

９人でございます。高浜が、４７．２７人ということで、全国平均の７８．８％

という状況になっております。 

問（１４） ページ４５ページ。市民活動支援費の中の港小学区のおやじの会

にですね、緊急時通報システム構築運用事業と港中学校の防犯パトロールの事

業で６０万円交付されておりますけども、これと７３ページのですね、安否メ

ールの借り上げですね、これとの関連が多少あると思うんですけど、具体的に

いうとこの事業がどういうふうに構築されて、今この地域の方に利用されてい

るのかということがまずお聞きしたいと思います。それからページ６３の総合

行政推進事業、いわゆる第６次総合計画の策定の費用なんですけども、当初予

算で１，１５９万８，０００円という予算があげられて、ここには１，２２３

万６，０８６円というふうになっておりますけども、１２月の補正は確認しま

したけども、そこでも３６万確認しましたけども、それでもちょっとふえてい

るなということで、どこでふえたのかお聞きしたいと思います。ページ８１の

ですね、市税等徴収事業ということで２２年の４月に前納報奨金制度が廃止に

なりましたけども、これによって納税者の方がどのように変化したのかという

ことをお聞きしたいと思います。 

答（危機管理） ただいま御質問のありました主要成果の７３ページのまず、

安否メールの借り上げについてから御説明させていただきます。こちらのほう

につきましては、安城市にございますＮＰＯ愛知ネットさんと契約させていた

だきまして、１件あたりいくらという単価で契約させていただき、現在登録枠

は５００枠登録して枠をとっております。こちらの登録対象といたしましては、

職員、消防団、議員の皆さま、それから町内会役員の方というように限定され

た方に対して防災だとかの災害時の通信をするということで安否確認メールと

いう形で登録してあるのがこちらの費用でございます。４５ページにございま

す港小学校おやじの会の緊急通報システムの構築につきましては、こちらは一
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般的に広く市民の方ですね、例えば町内会でも会長をやめられたＯＢの方が新

たに従来登録しておった安否メールの機能を充実させたいということで御要望

があった場合にこちらの港小学校のほうで新たに緊急システムの構築していた

だきまして、こちらは幼稚園小学校、ＰＴＡを踏まえた一般市民向けの緊急通

報システムとして構築し、その費用を協働推進事業という形で市からおだしし

ているという形になっております。 

答（地域政策） 先ほどの総合行政推進事業のところ、当初予算１，１５９万

８，０００円が決算で１，２００万超になったということでございますが、先

ほど委員のほうからございましたように補正を３６万円、臨時職員の給料でご

ざいますが、それをあげさせていただいたことと、あと、総合計画の審議会と

いうのを当初５回というのを予定しておったんですけども、市民会議をまわし

ていくなかで８回、実際開催されましたので、３回分流用させていただいたと

いうことでございます。 

答（収納） 主要成果説明書の８１ページ。市税等徴収事業の中で前納報奨金

制度が廃止になったということに伴いまして、前期全納者の変化でございます。

市県民税におきましては、普通徴収者、特別徴収者は対象にならないというこ

とを御承知おきいただきたいと思うんですが、市県民税におきましては、２１

年度３，３１５人いらっしゃった方が、平成２２年度は１，８３２人となりま

して、前年比１，４８３人の減少となっています。４４．７ポイントの減少と

なっております。あともう一つ対象になります、固定資産税、都市計画税にお

きましては、平成２１年度９，５２９人、平成２２年度になりますと７，８３

６人となりまして１，６９３人、１７．８ポイント減少となっております。そ

の合計では、前年比３，１７６名、２４．７ポイントの減少となっておりまし

て、当初想定しておりました３割程度減少するという想定の範囲内ではあった

と考えております。もう一つ、納税義務者数、先ほど申し上げました前期全納

者を納税義務者数で割り返した全納率ということで申し上げますと市県民税に

おきましては、平成２１年度３４．７％ありましたものが平成２２年度では２

２．０％。前年度比１２．７ポイント減少となっております。もう一つ、固定

資産税、都市計画税におきましては、平成２１年度が６３．７％あったものが、
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平成２２年度は５１．６％となりまして、前年度比１２．１ポイントの減とな

っております。合計では、前年比１１．３ポイントの減となっております。こ

れも先ほど全納者数で申し上げましたが、当初３割程度減少すると予想してお

りましたが、その想定の範囲内であったというふうに考えております。 

問（１４） ４５ページのところの緊急時通報システムのことなんですけども、

７３ページのところに載っておる、市のほうでやっておりますのが、７３万円

の予算で約５００件、現実は四百七十何件と書いてありますけど、一人一件当

たり１，２６０円単価がかかっておりますけど、ここで４５ページのところで

いうところの通報システムも内容的には同じかと思うんですけども、会のほう

からの報告書を調べさせていただいたら、この６０万円のうちの３０万円がシ

ステムの構築、運用費用になっておりまして、小学校のいわゆる家庭の７割く

らいの方が登録されて、数字は定かではないんですが、相当の件数の方が登録

されていると思うんですよね。で、同じような情報が３０万円でできてる、片

や７３万かかっているという、これ非常にいいシステムだと思うんですけども、

これは協働推進型ということで交付金といいますか、交付金が支給されるのが、

確か限定３年間とか、そういう限定期限つきだと思ったんですけども、聞きま

すと、今年が２３年度が６年目になるそうですけども、こういう非常に現在は

港小学校区だけじゃなくて、高浜全域に発信しているというふうにも書いてあ

ったんですけども、こういう非常に定着した事業が果たして、これからなくな

ってしまったら非常に市民の方困られると思うんですけども、いわゆるこの協

働推進型のあり方というんですかね、そういうのも考えなきゃいけないのかな

と。これは必ずしも港小学校区のおやじの会というだけではなくて、ほかの会

にも言えることがあるかと思うんですけど、その辺どのように考えてみえるの

かお願いしたいのと、それから納税者の件ですけども前納者の。これ、もとも

と前納者というのは納税意識が高いもんですから、いわゆる滞納するというこ

とは考えられない、ただ全納することによって市の資金繰りがいいということ

だろうと思うんですけども、その辺は減ってですね、資金繰り的なことには何

か影響があるのか。それから前納報奨金をやめることによってどれだけ経費が

削減されたのか、これは以前にも聞いたかもしれませんけど、もう一度お伺い
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したいと思います。 

答（地域政策） 先ほど協働推進型の３年間、サンセットでやっておるという

ことでございます。当初の制度設計したときには、やはり漫然と３年間、ずる

ずると例えば１０年間行っていくのと、やはり一回３年間というところで区切

ってもらってですね、さらなる事業効果を高めるというような取り組みを促す

だとか、相当程度の新規性あふれるアイデアだとか、創意工夫を重ねていただ

くというような趣旨でこの先ほどの緊急通報システムというのは非常に世帯数

でいくと４，７８１世帯が利用されておるものですから、非常に貴重なシステ

ムになっておりますので、そのように、そうは言いつつも、なおさらなるいい

ものにしていただくというようなことを事業者には問いかけて、事業を継続し

ていただきたいと考えております。 

答（会計管理者） 前納報奨金がなくなったことについての資金繰りですけど

も、今のところ、去年今年と特に影響はありません。 

答（収納） 前納報奨金制度の廃止による影響でございます。徴収率、現年度

分の徴収率でみますと市県民税におきましては、平成２１年度９４．７％でご

ざいました。これが平成２２年度９７．２％で前年度比２．５％の増となって

おります。もう一つ、固定資産税、都市計画税の現年度分につきましては、平

成２１年度９９．１％、平成２２年度９８．９％で前年度比０．２ポイントの

減少となっております。合計でみますと前年度比１．１ポイントの増加となっ

ております。以上の数字をみる限り徴収率が上がっておりますので、前納報奨

金制度が廃止になったことによりまして大きな影響がでているとは考えており

ません。 

 

３款 民生費 

問（１０） 主要成果説明書の１００ページのいきいき広場の拡張工事のとこ

ろで質問させていただきます。今回、３階の整備を行いました。当然、日本福

祉大学のですね、現状復帰の責任もありますし、当然のことながら費用負担も

発生したと思いますけども、そのあたりの具体的な説明をお願いしたいと思い

ます。 
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答（地域福祉） 議員御質問のとおり、日本福祉大学がですね、専門学校とし

て整備された設備についてはですね、大学側の責任で現状復帰を行っていただ

くことを基本といたしまして工事を行いました。個々のスペースごとに事前に

大学側と打ち合わせを行い、調整をするなかで現状復帰するもの、現状復帰す

る必要のないものを決定しました。具体的には、介護実習室として整備された

風呂場や居間や寝室などの住宅を再現した設備、講義室の扇風機、レクリエー

ション室のスチールパーテーションなどは撤去いただくとともに、各室のクロ

スの張替えや廊下の壁面の補修、塗装などについても行っていただきました。

一方で、つくり付けの書架や保管スペースなど、引き続き３階の運営において

必要であったものは、大学側にお願いし、現状のまま残していただいておりま

す。 

問（１０） では、日本福祉大学が本当に負担した金額をわかっておれば教え

ていただきたいと思います。 

答（地域福祉） 日本福祉大学と工事請負業者との間で、原状回復工事契約を

締結し、その金額は、６，７２７，６０２円であります。 

問（１０） そうしますといきいき広場の拡張工事と現状復帰工事は同時進行

で行ったということでよろしいでしょうか。それとですね、日本福祉大学から

ですね、高浜市へのお金の流れはなくて、日福と工事請負業者との直接請求支

払いで行ったという理解でよろしいでしょうか。 

答（地域福祉） まず、同時進行かという部分なんですが、いきいき広場、御

案内のとおり３階より上のほうですね、マンションがございます。その方たち、

住民の方にですね、迷惑がなるべくかからないようにということで２回に分け

ずに同時進行という形で工事のほうさせていただきました。もう一点ですね、

工事代金につきましては、日本福祉大学と工事請負業者との直接請求払いとい

うことで委員の御理解のとおりでございます。 

問（１０） そうしますと、３階はですね、高浜市と日福とですね、建物の賃

貸借契約を締結をしてきたんですけども、この平成２２年３月３１日をもって

合意解約をしたということですけども、この賃貸契約の中途であったと記憶し

ておりますけども契約に当たってのですね、違約金の請求をしなかったかどう
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かお聞きしたいと思います。 

答（地域福祉） いきいき広場の３階はですね、学校法人法音寺学園と建物賃

貸借契約を締結しまして、日本福祉大学高浜専門学校として活用されてまいり

ました。賃貸借期間は平成８年４月１日から平成２８年３月３１日までの２０

年間で、年２，４００万円の賃貸借料をいただいておりました。しかし、高浜

専門学校は定員割れが目立つようになりまして、経営が難しくなってきたこと

から、平成２２年３月３１日をもって閉校となり、賃貸借契約は中途で合意解

約いたしました。その際、平成２８年３月３１日までの賃貸借料を始めとする

違約金につきましては、お二人の弁護士とも相談した結果、これから申し上げ

る２点の理由から、日本福祉大学へ請求いたしておりません。まず、日本福祉

大学が多くの福祉人材を養成し、本市が目指した「福祉でまちづくり」に多大

な貢献をしていただいたこと、また、平成２２年度以降も良きパートナーとし

て、大学の有する組織、人的資源、ノウハウ等をもって、高浜市の行政課題に

対し、さらなる協力体制を構築していただけることがあげられます。もともと

年間２，４００万円の賃貸借料につきましては、大学側が専門学校を営むこと

により、確固たる収入があり、独立採算としての損益ベースに乗った経営を前

提に定められたものであります。したがって、専門学校が閉校になる以上は、

この賃貸借料を違約金に盛り込むべきではないと判断いたしました。 

また、高浜市といたしましては、地域福祉の向上とまちづくりの研究・教育・

情報発信の拠点となる「まちづくり研究センター」の設置や、障がいのあるお

子さんの育ちを見守り支援する「発達支援センター」の整備、さらには老朽化

した「保健センター」機能の移転などを検討し、いきいき広場の２階と３階を

活用した「高浜版・地域包括ケアシステム」の提供を目指しておりました。も

し、「まちづくり研究センター」を始めとする多くの施設を新たに建設したり、

「保健センター」の全面的な改修を行ったりしていれば、多大な費用が発生す

ることになるからであります。したがって、高浜市の施設整備のためのニーズ

と専門学校の撤退が、たまたま同じ時期に重なったことにより、違約金なしと

いう合意解約につながったものでありますので、御理解のほうよろしくお願い

いたします。 
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問（１０） そうしますと、もともと本市と日福とはですね、建物の賃貸借契

約の違約金の部分はうたっていなかったということでよろしいでしょうか。 

答（地域福祉） うたってはございませんでした。詳しくは承知しておりませ

んが、愛知県が開校の許可にあたり中途解約がないことを前提としているため、

規定をしておりませんでした。と承知をしております。ただしですね、中途解

約条項は規定はされておりませんが、契約書の協議という条文がありまして、

それに基づいて合意解約をすることは可能という弁護士の方の見解はお聞きし

ております。 

問（１０） うたっていなかったということで普通我々から考えますと契約の

中にこういう解約の部分も含めた契約内容で契約をするかと思いますけども、

もう一度整理をしていただきたいんですが、当時の経緯をもう少し詳しくお聞

かせ願いたいと思います。 

答（地域福祉） 愛知県のほうが開校に当たりましてですね、許可をするに当

ってですね、中途解約はないことを前提としておったということでありますの

で、その規定の中にですね、盛り込んでいなかったということでございます。 

問（１０） わかりました。少しわかりにくいところもあるんですが、これは

ここだけの問題ではありませんので議会のほうにもですね、報告をしていただ

きたいなと思いますので、この部分のことを議会のほうへ報告をお願いするこ

とを要望しておきます。同じくですね、この改修が行われましたけども、市民

の皆さんの活用状況をお聞かせ願いたいと思います。 

答（保健福祉） ３階の活用状況はという御質問ですが、まず始めに、「こども

発達センター」のほうを開設しております。ここでは言語聴覚士、作業療法士、

臨床心理士といった子どもの発達に関する専門職を配置し、さらに保健師や保

育士、教諭などがチームで子どもの成長を支援する場としてあわせて親支援に

ついても行っておりまして、相談件数も順調に伸びておる状況であります。ま

たこういった専門職が保育園や幼稚園を巡回訪問し、保健師や保育士、教諭職

などと連携して支援できる体制を構築しております。こうしたことから生涯に

わたって支援が途切れることのないよう地域生活を見据えた、ライフステージ

に応じた継続的な支援を引き続き行ってまいります。また、これにあわせまし
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て保健センターの機能の一部を持ってきております。さらにいきいき広場には、

ほっとスペース、こころん、夢ランドといった子どもをサポートする空間が有

機的に結びつき、こどもの包括支援エリアとして生まれ変わっております。さ

らに、「まちづくり広場」では、新たに設置されたまちづくり研究センターにお

きまして、福祉領域を中核としたまちづくりのあり方を研究しております。高

浜市と日本福祉大学、そして社協がスクラムを組んで、たかはま版地域包括ケ

アシステムの構築に向け、調査研究を行っております。 

問（１０） 昨年７月からリニューアルでオープンいたしました。当然そのと

きにも議論にもなりましたけども、６５歳以上の方に１００円を徴収して利用

していただくということで現状ですね、この数字を見ますと、逆にふえている

ような状況でありますけども、高齢者の利用状況に変化があったのかどうか、

また御説明願いたいと思います。 

答（地域福祉） お尋ねの６５歳以上の高齢者の利用状況ですが、有料化した

７月以降でも登録者数利用者数ともに無料時期と比べて著しい変化は見られて

おりません。これは６５歳以上の高齢者の皆さんの多くに運動習慣が定着し、

有料化されたあとも継続して運動を行ってみえることが伺いとれます。利用者

の方々からは運動できるスペースが広がり、人気の高いマシンの数がふえたこ

とで利便性が向上するとともに、トレーニングの選択肢がふえたと伺っており

ます。 

問（１２） 先ほどいきいき広場の関係で２，４００万、法音寺学園のほうか

ら入っていたという話がありましたが、これ何年から入っていたのか、その点

お示しいただきたいと思います。それから日本福祉大学のまちづくり研究セン

ターというのは何をやってみえるのか、はっきりわかりませんので、もう少し

詳しい内容をお示しいただきたいのと、この日福大の部屋の部分といいますか、

一応家賃は払ってみえると思うんですが、いくらくらいで、歳入のほうでもわ

かりませんので、どのようになっているのかお示しいただきたいと思います。 

答（地域福祉） まず２，４００万ですが、手元に資料がないものですから、

平成８年の４月から、平成２２年３月まで毎年２，４００万円をいただいてお

りました。それと続いてのまちづくり研究センターが具体的にどういったよう
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なことをやっているかということなんですが、実際に今、市のほうでですね、

安心生活創造事業ともう一つ地域包括ケア推進強化事業というですね、二つの

事業をいきいき広場の中の専門職等が行っておりますが、そこにまちづくりセ

ンターのほうのですね、職員もしくは、大学の教授、そういった方が、大学の

教授のほうは、月に一回くらいですね、お越しいただいていろいろと事業の進

め方などをですね、御協力をいただいているというような状況です。それとあ

と日福大の家賃についてですが、これにつきましては日本福祉大学の事業室、

まちづくりセンターも含めて一つの事業としてですね、行政財産の中で行って

おりますので、家賃等は一切いただいておりません。 

答（福祉部） 賃借料をいつからというところで、一部訂正をさせていただき

ますが、猶予期間がありまして、平成８年４月から平成１１年の３月３１日ま

で。学生がいっぱいになるまでということでこの期間は猶予期間としてござい

ますので付け加えさせていただきます。 

問（１６） まず、１０６ページですけども、ふらっとカレッジ「やってみり

ん講座」、この中で新たな講座としまして、第２期メイクボランティア養成講座

というのが８回にわたって開催されておりますけども、この内容につきまして

お伺いいたします。それから１１２ページ、障害者自立支援サービス円滑化事

業費補助金９６３万６，５３０円、社会福祉法人同善福祉会ということで入っ

ておりますけども、チャレンジサポートたかはまにつきまして、利用者の状況

についてお伺いします。それと企業への就労移行についてもお伺いいたします。

それから１１８ページ、負担金、補助及び交付金ですけども、あおみＪセンタ

ー運営費負担金ですけども、このあおみＪセンターの利用者の登録者数といい

ますか、碧南と合同でずっと運営されておりますけども、利用者の状況につい

てお伺いいたします。 

答（地域福祉） まず主要成果１０６ページのふらっとカレッジ「やってみり

ん講座」の第２期メイクボランティア養成講座ということですが、メイクボラ

ンティアのほうはですね、実際第１期の方たちが、養成講座受けられて、市内

のデイサービスとか、そういった介護施設の御利用者さんの方にですね、メイ

クをやられるというそういったボランティア活動をやられておりましたが、今
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回さらにその活動を広げようということで新たなボランティア人材をですね、

養成するために第２期ということで始めさせていただいております。続いて主

要成果の１１２ページ、障害者自立支援サービス円滑化事業費補助金について

ですが、まずこれはチャレンジサポートたかはまさんのほうに補助金をお支払

いしておるんですが、まずチャレンジサポートたかはまさんのほうのですね、

利用の人員ですが、この２３年度の４月から新たに就労継続Ｂ型という事業も

始めた関係でですね、現在、就労移行事業が定員１５名に対して１７名の方が

利用されています。それと生活介護、これは定員１５名に対しまして２２名の

方が御利用されています。あと、この４月からできた就労継続Ｂ型ですが、定

員１０名に対しまして２名の方が御利用されております。それとチャレンジサ

ポートたかはまからの一般企業への就労状況ですが、平成２２年度中に７名の

方が一般就労のほうに結びついております。続きまして、主要成果の１１８ペ

ージ、負担金、補助及び交付金のあおみＪセンター運営費負担金にかかるあお

みＪセンターの利用者ですが、６月１０日現在、利用者全体で２３名で高浜が

８名、碧南が１５人です。 

問（１６） このメイクボランティア養成講座、これ２期目ということで、高

齢者の方にメイクをしてあげて、お元気になっていただくということだと思い

ますけども、今まで、どんなところで活躍されていたのか、今のところ人数が

どれぐらいいらっしゃるのかお伺いします。それから、１１２ページのチャレ

ンジサポートたかはまですけれども、スタッフの構成につきましては、今、ど

のような状況でしょうか。それから、３障がいの受け入れをしていらっしゃる

と思うのですけども、それぞれの障がい別と言いますか、精神、身体、知的そ

れぞれの人数を教えてください。それから、あおみＪセンターですけれども、

かつては、かなり狭いところで大変御不自由されておりましたけれども、今、

かなり広いところに碧南市が移転されましたのですけれども、この８名登録の

中で、どれくらいの方が実際に通所してみえるのか、それから利用料がいくら

なのか、ちょっとお伺いします。 

答（地域福祉） まず、メイクボランティアの方ですが、実際、活動の方はで

すね、市内のデイサービス、たとえば、葭池デイとかですね、そういったとこ
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ろで活動されております。ただ、実際、今活動されている人数の方はですね、

大変申しわけない。ちょっと、今、資料の方を持ち合わせておりませんで、把

握しておりません。第２期の方はですね、先日いきいき広場の方で養成講座を

行っておりましたが、大体１０名弱ぐらいの方が御参加いただいておりました。

続きまして、主要成果の１１２ですが、チャレンジサポートたかはまの利用契

約者のその３障がいの内訳でございますが、すみません、ちょっとですね、そ

ちらの３障がいの内訳も、今、資料の方をちょっと持ち合わせておりませんも

のですから、大変申しわけございませんが、ちょっとお答えすることが難しい。 

ありました。就労移行が、先ほど、１７名と申しましたが、知的障がいの方が

１１名、それと身体障がいの方が２名、精神障がいの方が４名でございます。

続いて、生活介護、先ほど、２２名というふうに申しましたが、知的障がいの

方が８名、身体障がいの方が７名、精神障がいの方も７名でございます。最後、

就労継続Ｂ型でございますが、先ほど２名の方が御利用されていると申しまし

たが、２名とも身体障がいの方でございます。そして、主要成果の１１８ペー

ジ、あおみＪの関係でございますが、まずですね、高浜の方が、先ほど８名お

みえになると申しましたが、大体、まず、５９歳の男性の方、出席率は２５％

程度です。続いて、５６歳の方、男性、６２％、それと、５２歳の男性の方、

９３％、５２歳の男性の方、６％、ただ、この方は入院中ということでありま

す。それと、５０歳の女性の方、９３％、それと、４７歳の男性の方、２８％、

３８歳の女性の方、２８％でございます。今、８名になったと思います。それ

ともう１点、あおみＪの利用料につきましてですが、基本的にはですね、利用

料のほうは、いまはいただいておりません。逆に通所されると、通所手当とし

て１日ですね、確か、定かではないですが、確か５００円くらいですね、お金

がいただけたというふうになっております。 

委員長 質疑の途中ですけども、暫時休憩といたします。再開は１４時１５分。 

 

休 憩 午後２時０２分 

再 開 午後２時１３分 
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委員長 皆さん、おそろいのようですので、休憩以前に引き続き会議を再開し

ます。 

答（地域福祉） 先ほど、小野田委員からのですね、質問で、一つお答えして

ないものがございまして、主要成果１１２ページ、障害者自立支援サービス円

滑化事業費補助金の関係で、チャレンジサポートたかはまのですね、スタッフ

体制についてですね、お答え申しあげます。２３年５月２３日現在ですが、常

勤職員が７名、非常勤職員が５名、嘱託医１名の合計で１３名でございます。 

問（１２） ページ、９８ページ、３款１項２目の社会福祉推進事業のところ

に、民生委員の項がありますが、民生委員さんというのは、相談件数、１，４

７８件となってますが、どのような相談が多いのか、民生委員の中で扱い件数

の多い人は何件くらいあるのか、最低が何件ぐらい、相談ない方もみえるのか

どうか、研修はどのようなことをやってみえるのかということについて、まず、

お示しいただきたいと思います。 

答（地域福祉） まず、民生委員さんの中で相談が多いのがですね、やはりそ

のここにありますように、在宅福祉だとか介護保険とかですね、どうしても６

５歳以上の独居のですね、一人暮らしの高齢者の方のお宅にですね随時訪問さ

れておりますので、そこで、相談をですね受けることがやはり多いのかなと、

ただ、最近になって児童虐待とかですね、そういった部分でも最近新たな相談

内容としては、そういったものもでてきております。また、やはり生活が苦し

いと言うのはですね、そういうような相談もですね、特に去年は、要するに、

おととしですね、２１年度は多かったんです、去年は多少落ち着いているよう

な状況であります。あと、受け持ち件数なんです、今、現状、民生委員さんが

ですね、５４名おみえになります。多い方ですと、高齢者、一人暮らしの高齢

者の方が、いま、大体７３０人ぐらいおみえになりますが、多い方でそれこそ、

３０名とかですね４０名の方の高齢者をみてみえる方もおみえになりますし、

少ない方ですと、１０人もいかないぐらいのですね、そういった差が多少でて

おります。あと、民生委員さんの研修についてですが、毎月１回ですね、定例

的な民生児童委員協議会がございまして、その後にですね、よく市の包括支援

センターの専門職の方から、いろいろですね、講師にですね研修を行ったりと
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かですね。後はですね、例えば、愛知県の社会福祉大会へ年１回参加をいたし

たりですとか、年に１回、県外視察も１回ですね行っております。後は、部会

がございまして、それぞれ部会でですね、例えば、県内の例えば施設とかです

ね、そういったところに視察に行ったりとかですね、を行っております。昨年

度ですが、社会福祉協議会が主催した、生活支援サポーター養成講座というの

がございましたが、そこにも民生委員さんの約半数ぐらいの方が出席をしてい

ただいております。あと、民生委員さん一人当たりの相談件数についてですが、

すみません、ちょっとですね、今手持ちの資料を持っておりませんでして、ち

ょっと把握しておりません。 

問（１２） 何件ぐらいか、また後でもいいのでお示しください。それからで

すね、葭池の平野委員という方がみえると思うんですが、この方の娘さんが葭

池はエレベーターがあるんですが、エレベーターには自転車は乗せて運んでは

いけないというようなきまりになってるそうですが、なんべんかその自転車を

持ち込んでいるのを見かけた方が･･･ 

委員長 内藤さん、これ決算の質疑ですので。 

（１２） いやいや、決算。 

委員長 決算と関係ないと思いますけど。 

（１２） いやいや、これ大事なことですよ。 

委員長 いや、この場じゃなくて、個別でやっていただけませんか。 

（１２） いや、大事なことなので、ちょっと、説明しないとわからないと思

うので。 

委員長 いや、ですから、決算の中身の審議ですから、これに限定いただきた

いのですけど。 

問（１２） はい。わかりました。そうしましたら、１０９ページ、３款１項

３目、地域福祉活動協議会の補助金というのが、支援活動の費用がでているん

です、社会福祉協議会の補助金が４，３０２万６，０００円、かなりの額がで

ているのですけど、大きなものはどこに使われているのか、お示しいただきた

いということと、１２３ページの３款１項６目、障害者福祉タクシー料金助成

事業のところで、利用率が６０．４％と、若干利用率が低いのではないかと思
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うんです、これはなぜこういう数字なのか把握してみえるのかどうか。それか

ら、１１８ページ、この（４）の委託料のところで難病患者等居宅生活支援事

業委託というのがありますが、４８万３，３６０円使われているんです、どの

ような支援を行っているのか、こういう制度があるということは、どのように

周知しているのか、自分の方から申し込まなければならないのか、その点お示

しください。まずそこまで。 

答（地域福祉） 主要成果の１０９ページ、地域福祉活動支援事業における社

会福祉協議会への補助金、４，３０２万６，０００円で主なものはということ

ですが、これは職員の人件費、正規職員５名分と臨時職員２名の７名分の人件

費が主なものでございます。続きまして、主要成果の１２３ページ、障害者福

祉タクシー料金助成事業でございますが、利用率が６０．３％ということで低

いのではないかと言うことなんです、どうしても、やはりこのタクシーを利用

されるのに、このチケットの分というのは、初乗りまででございますので、そ

れ以上にですね使われるとやはり自己負担が発生するということもございまし

て、どうしてもやはり伸び悩む、毎年これぐらいのですね、利用率にとどまっ

ております。続きまして、主要成果の１１８ページ、委託料のところの難病患

者等居宅生活支援事業委託でございますが、この事業は主にですね、ヘルパー

の活動ですね、介護ですとか家事援助、そういった活動をこの難病の方にヘル

パーが訪問して行っております。あとＰＲにつきましては、市のホームページ

ですとか、広報等でも行っておりますので、ＰＲのほうはいたしております。 

問（１２） この障害者福祉タクシーの料金助成の件ですが、初乗り部分も含

めて、もうちょっと条件を緩和するということはできないのかどうか。それと

難病患者の広報なんかでＰＲしているということなんです、なかなか広報もし

っかり見れないような状況の方にとっては広報に頼るというのは、なかなか、

きびしいと思うんです、他の周知方法は、他にはないのかどうかその点お示し

ください。１２４ページの３款１項６目、障がい者の就労移行促進事業の関係

ですが、職場が決まった方が決まってもまた辞めてしまうという場合もあるか

と思うんです、そういう場合にどのような対策をとってみえるのか、その点と。

１２５ページ、３款１項７目ですね。（３）のところで民間賃貸住宅家賃助成、
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７３万８，６００円が出てますが、利用者７名。これ、いくらぐらいの費用を

助成しているのか。最近、住宅もなかなか建て替えたりして、ちょうどいいよ

うな住宅もなくなっていると思いますので、ちょっと引き上げることも考えな

くてはいけないのではないかと思ってますが、その点どうでしょうか。 

答（地域福祉） まずですね、主要成果１２３ページの障害者福祉タクシー料

金助成事業のことで、もう少し支援を手厚くしたらどうかと言うことですが、

近隣市と比較してもですね、高浜市の場合は、水準以上のサービスを行ってお

りますので、これ以上サービスを手厚くするということは、今のところ考えて

おりません。それと、主要成果の１１８ページ、難病患者等居宅生活支援事業

委託についてですが、今のところ、ＰＲ方法がですね思い浮かびませんもので

すから、またこれについては一度、他の良策をちょっと考えさせていただきた

いと思います。それともう１点、主要成果の１２４ページ、障害者就労移行促

進事業について、一般就労されてもその後、続かないこともあるということな

んです、やはりその辺はですね、いま４月からいきいき広場の障害者相談支援

事業所にですね、総合コーディネーターの方１名と就労担当１名、２人の方で

就労支援をですね全面的に、今、行っておりまして、その者たちが今後、そう

いった一般就労された方のですね、アフターフォローですね、就労後のフォロ

ーについても今後行っていく予定でおります。 

答（保健福祉） 民間住宅家賃助成の件ですが、今現在で、最低が４，０００

円、最高が１７，０００円となっております。そしてこの補助額を上げるよう

にというお話ですが、これ平成１６年４月１日に３万円から４万円に上げてい

るという経緯もあり、現状この４万円を上限としていく予定をしております。 

問（１２） １２８ページ、いきいき銭湯開放事業、２５０万７，４００円、

これは昨年までで今年からなくなったわけですが、高浜ではこういう銭湯の無

料開放はなくなりましたから、サンビレッジも碧南のように無料券発行する考

えがないのかどうか。１３０ページの地域包括ケア推進事業、２０１万４，０

５５円ですが、ここの評価や分析、市民にどのように知らせているのか、そう

いう点で説明をお願いします。 

答（保健福祉主幹） サンビレッジの無料券の配布の関係でございますが、サ
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ンビレッジの主な目的は、利用者の健康増進を促すことでありまして、健康増

進は国民の責務でございます。自分の健康づくりのために投資することは当然

のことでございまして、例としてマシンスタジオをとってみましても、高齢者

を含めたすべての利用者に負担を求めております。自分の健康は自分でつくる

という考え方と受益者負担の原則を考慮いたしまして無料券の配布につきまし

ては、現在のところ考えておりませんのでよろしくお願いをいたします。 

答（介護保険） 主要成果事業の１３０ページの地域包括ケア推進事業でござ

いますが、こちらにおきましては、市民へのＰＲの方法はという御質問でござ

いますが、こちらは平成２２年と平成２３年の２年間の継続事業でございまし

て、平成２３年、今年度におきまして、市民フォーラムだとかそういったこと

を年度の後半でやらせていただく予定をしておりまして、その中で市民の方々

へのＰＲだとかお互いの見守りについて推進したいというふうで考えておりま

す。 

問（１２） いきいき銭湯の関係ですが、サンビレッジを別に毎日無料にせよ

と言っているわけではありません。碧南のように年間１８枚というような形の

無料券の発行してみえるわけですが、月に１回なり、２回なり無料券の発行を

すべきではないかと、市内での健康増進は市民の責務だと言われましたけども、

それを応援するのが行政の仕事だと思いますので、その点でどうかと。それか

ら、１３６ページ、３款１項１５目の５ですね。後期高齢者福祉医療事業のと

ころで、受診者が２，０７６人となってますが、全部で後期高齢者は何人みえ

るのかということ、受診できない方もいるのではないかと思いまして、その点

をお示しいただきたいと思います。 

答（保健福祉主幹） サン・ビレッジ衣浦の無料券の配布の関係でございます

けれども、碧南市ではですね総合計画におきまして、高齢者入浴サービス事業

を元気に暮らす高齢者の支援として位置付けをされております。高齢者が日常

生活を快適におくることができるよう医療保健、福祉分野の政策として総合計

画にのっとた形で実施をされておみえになります。私ども高浜市でも市民の

方々に参画いただきまして第６次総合計画を策定いたしました。その中で医療

保険、福祉分野を見てみますと、一人一人を認め合いその人らしく暮らせるま
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ちづくりを進め一人一人を元気と健康づくりを応援するという目標が掲げられ

てございます。そして、これらの目標を達成するための指標にはボランティア

ひろばセンター登録数や地域で高齢者や障がい者等の見守りや生活の手助けを

している人の割合、さらには、日常的に健康やスポーツを行っている人の割合

などが掲げられてございます。これらの指標を達成するにはですね、お風呂に

特化したサービスよりも、むしろ、いきいき健康マイレージ事業などのように

福祉全般の施策を展開する事業が合致すると考えております。総合計画を達成

するために碧南市と高浜市では選択した政策や力を入れて取り組む政策が異な

ると言うところで御理解をいただきたいと存じます。 

答（市民窓口） 後期高齢者福祉医療事業の質問でございますが、後期高齢者、

７５歳以上の方の全体の数は、３，９３３人、これが２３年３月３１日現在の

数字でございます。この中で福祉医療でございますので、いわゆる、まる福と

呼ばれている受給者数の数と言うことでございますので、これが合計８２８人

になっているということでございます。 

問（１２） １４１ページ、保育園管理運営事業の関係ですが、資料いただい

たのを見ますと、０歳児が６人、１歳児が２７人、待機児がいるんですね。保

育園というのは保育に欠けている子を見なければいけないというふうに規定さ

れていると思いますが、この待機児に対してどのような考えをもってみえるの

か。それと保育園の管理運営事業の中で中央保育園は２００人近い規模の大型

保育園で送迎の駐車場もありません。駐車場の対策を早急に立てるように一度

その点でお示しいただきたいと思います。それから、今年の夏に保育園に入り

たいと言う方がみえて申し込みしたところ、１か月先だと言われたんですね、

４歳児でしたから空きはあったんです、できるだけ、やっぱり早く入れてあげ

ないとお母さんとしては引き続き働き続けるためにも大変だと思いますが、こ

ういう点で、こういうことがないように、まず、指摘をしておきたいと思いま

す。その前の質問、お願いします。 

答（こども育成） まず、待機児の問題がございます。御指摘のとおり今年は

少し待機児が多くございまして、０歳児、１歳児で発生していることでござい

ます。その対策といたしまして、現在も民間園の弾力運用ということで未満児
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も含めて４７人の弾力運用を行っております。この来年度以降、また民営化を

進めていくなかで弾力運用という形での対応ができますので、そこで少しでも

未満児の対応はしていきたいと思っておりますし、いま、取り組んでおります

家庭的保育、こちらにおいてもですね、今、今日からまた基本研修が始まって

おりますけども、しっかりとした養成者を育成しながら家庭的保育の中で発生

する未満児の待機児の対策をしていきたいと思っております。それから、中央

保育園の駐車場と言うことでございます。これは、保育園に通う親子のふれあ

いと言うことも含めて駐車場よりも設置をするよりも歩いて通って親子のふれ

あいをということで、いままでお話もしているところでございますが、実は、

中央保育園、今後、民営化していくなかで社会福祉協議会の提案の中で駐車場

を確保したいという提案がございました。それに対して高浜市としてもですね、

民間園の運営の中で駐車場の確保については一緒に協力していきたいというふ

うに思っております。それから、４歳児の子で１か月先だというふうに言われ

たと言うことですけど、いずれにしてもですね、入園の準備もありますので、

１５日以前に申し込みしていただいた時に翌月から入園という形での基本的な

対応をとっておりますが、もちろん、なるべく園の準備もございますので、空

きがある以上早く入園をしていただくということは私ども考えておりますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

問（１２） 弾力運用と言われましたが、要するに、定員以上に入れるという

意味だと思いますが、その点。それから、駐車場の件ですが、どこにというよ

うなお話がでてるかと思いますが、駐車場を確保するためにどうするのか、そ

の対策として考えてみえるのがあれば、ぜひお示しをいただきたいということ。

まずその点お願いします。 

委員長 内藤委員。あの駐車場の確保は決算とは特に関係ないと思いますので、

答弁も必要ないと思っていますので、よろしいでしょうか。 

（１２） 駐車… 

委員長 将来の話ですよね。決算で過去の認定をするかどうかという議論です

から。 

（１２） いや、それでも、新しくどこにするかという話がでてるというから



55 

聞いているのであって、もし、あったら、決まってるというか話がでてるのだ

ったら、ぜひ聞いてお母さんたちに知らせたいということですから。 

委員長 この場でなくてもいいですよね。決算委員会ですから、決算の内容で

質疑いただきたいのですけど。 

（１２） わかりました。 

答（こども育成） 定員以上と言うことでございますけども、私ども園の方で

は最低基準よりも余裕のある形で定員をとっておりますので、当然ですね国が

定める最低基準を超えるようなですね弾力運用というのはやっておりません。

あくまでも、基準の中での弾力運用するということでございますので、よろし

くお願いします。 

問（１２） １４５ページですが、３款２項３目。ごめんなさい。１４１ペー

ジ、臨時職員の関係ですが、臨時職員が大変多いんです、この中で吉浜保育園

や中央保育園が民営化されるということなんです、どれぐらい保育士さんが、

なんて言うか。 

委員長 内藤さん、先ほども言いましたけども、これから先じゃなくて決算の

中でどうだということを御議論いただきたいのですけども。暫時休憩といたし

ます。再開は、１４時５０分で、すみません、お願いします。 

 

 休憩 午後２時４４分 

 再開 午後２時５０分 

 

委員長 休憩以前に引き続き、会議を開きます。 

問（１２） １４５ページ、３款２項３目、３のところで家庭児童相談事業に

養護相談の中に児童虐待というのが４０件ありますが、これはどのような、相

談の進みぐあいになっているのか、どのような結果になっているのか、お示し

いただきたいと思います。それから、１４９ページの３款２項３目ですね、放

課後児童健全育成事業、まあこれ１５０ページになりますが、放課後児童健全

育成事業、これはおおむね１０歳までとなってますが、ぜひ学年拡大して、や

っていただきたいと思いますが、その点でどうなのか。１６１ページの生活保
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護事業の中で、生活保護、生存権を保障する最低限度のセーフティネットなん

です、この年度で生活保護の認定に至った受理件数と却下件数、まずその点お

願いします。 

答（地域福祉） 主要成果１４５ページのですね、家庭児童相談事業の事業虐

待の相談件数についてですが、例えばですね、その近所の方から家庭児童相談

室の方に連絡が入ったりですとか、保育園、幼稚園、学校から入るようなこと

もございます。入った場合にはですね、一度その事実確認等をですね刈谷児相

の担当の方と行うというような形で、保護等必要であればですね、例えば一時

保護とかも含めて適切な対応をとっております。続きまして、主要成果１６１

ページ、生活保護事業についてですが、平成２２年の申請件数が３７件、うち

保護開始件数が３５件でございます。 

答（こども育成） 学童保育における１０歳以上、４年生以上の児童の受け入

れと言うことでございますけど、何度もこれは申しあげてございますけども、

まず１年生から３年生までを優先的に学童に入っていただきまして、そこで余

裕があれば４年生以上も入会ができるという形の考え方には、いささかも変り

はございませんのでよろしくお願いします。 

問（１２） おおむね１０歳までと国の基準でもなってますが、なぜ１年から

３年が、そういうふうに優先ということになってしまうのか、その点でお示し

をお願いします。それから、生活保護の申請があったとき、窓口の対応がどの

ような手順で対応しているのかということと、ケースワーカー１人に対して受

付から認定を受けた人の状況まで見るのには、今、何名、３名おみえになると

思うんです、ちょっと過密状況じゃないかという心配をしてますが、その点で

どうでしょうか。 

答（こども育成） なぜ１年から３年までが優先かと言うことでございますけ

ど、もちろん、これはガイドライン、１０歳以下というふうになっております

し、当然、私どもといたしましても、保育園、幼稚園から上がられた小学校の

低学年という形の子が、例えばお母さんたちが帰ってみえる６時なり、それま

で家で一人で待っているということよりも、小さい子ですのでその子たちを優

先にしたいと、４年生以上になれば、やはり友達と遊んだり、いろんなところ
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で、また自立をしていくことによって必ずしも学童というなかで預かるだけが

道ではないというふうに考えておりますのでよろしくお願いします。 

答（地域福祉） 主要成果１６１ページの生活保護事業についての実際の相談

があってからの流れにつきましては、まず、相談にみえたときに、査察指導員、

いればですが、査察指導員とケースワーカー２人で対応するようにしておりま

す。そこで、御本人の状況ですね、実際の、今、手持ちのお金とかですね、実

際、その預金とかいくらあるのか、家族構成とかですね、そういったこと、も

ろもろのことを、一度確認をいたしまして、最終的には本人の方に生活保護を

申請するかどうかの意思を確認をさせていただいております。意思があるとい

うことであれば、そこで申請書の方をお渡しして、後日、申請書をだしていた

だくという形になりまして、そこから２週間の間に決定を行うというような流

れになっております。生活保護のケースワーカーが、今、３名、それと査察指

導員が１名で４名体制で行っておりますが、大体、ケースが１３０から１４０

ぐらいを推移しておりますので、今、ケースワーカーとは別に査察指導員の方

にもケースをもっていただいておりますので、一人当たり３０から３５ぐらい

のケースで、今、行っております。 

問（１２） 「ささつ」という字は、どのような字を書かれるのでしようか。

ちょっとお示しいただきたいと思います。 

答（地域福祉） 査定の「査」の字、木を書いて、下に日のちょっと最後横長

のものですね。「さつ」は観察の「察」。 

問（１２） 放課後児童健全育成事業の方ですが、ぜひ、４年生になっても、

昨年もそういう問題で、昨年、そういう問題でましたけれども… 

委員長 内藤委員、質問ですか。希望ですか。 

（１２） き… 

委員長 質疑の時間ですので。 

（１２） 去年、そういう質問がでた。 

問（１２） ぜひこの１０歳までという点で４年生になっても、家で一人で待

っておられない、兄弟がいる場合なんか、兄弟は学童保育にくる、その子一人

がうちに残るというようなことがでてきてますので、そういう点での、ぜひお
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考えの改善をお願いしたいと思いますが、どうでしょうか。 

答（こども育成） 拒否をしているわけではございませんので、実際、今、９

月１日現在では待機児がなしの状態であります。ですから、４年生以上、空き

があれば入っていただくこともできます。ただ、やはり私どもの考えとしては、

学童保育だとか、いろいろな形の中で子どもは自立していくものだというふう

に思っておりますので、やはり４年生以上になれば、空きがあれば入っていた

だきますけど、そうでなければ、いろいろな形で自立をしていくことを支援す

ることが私ども行政としても大事なものではないかというふうに考えておりま

す。 

問（４） 主要施策成果説明書の１３４ページですね、３款１項１３目のです

ね、子ども医療事業についてお伺いしたいと思います。平成２２年１月から開

始された子ども医療の無料化について、１年以上が経過しております。その間、

制度が定着して、また、年間を通じた実績が判明したことでですね、利用状況

や課題が明らかになったことと思いますので、そこで、これまでの成果や今後

の課題についてお聞かせ願いたいと思います。 

答（市民窓口） 子ども医療費の無料化の成果と今後の課題というご質問でご

ざいますが、まず、小学校１年から中学校３年までの通院分、こちら拡大分に

係る１年間の給付費の実績は、９，３４７万２，９０４円で、１月当たりで換

算いたしますと、７７９万円程度となっております。以前の３分の２、助成し

ていた際の１月当たりの助成額が４０６万円程度でございますので、それと比

較いたしますと約１．９倍の実績となっております。子ども医療費の無料化の

成果といたしましては、子育てに対する経済的な負担の軽減のほか、償還払い

から現物給付になったことにより、申請手続きの負担の軽減が図られたものと

考えております。このことにより、子どもを産み育てやすい地域社会の実現や、

子どもの健やかな育ちを支援する体制の強化につながったものであると考えて

おります。今後の課題でございますが、本事業は市民予算枠事業でございます

ので、医療費の増大は、他の地域活動の支援を圧縮することにつながります。

つきましては、この事業の主旨やあり方を踏まえ、必要な医療を正しく受診し

ていただくための一層の啓発が必要だというふうに考えております。 



59 

問（４） 非常にいい制度だと思います。特に今回の事業仕分けでもですね、

非常に市民予算枠においてですね、一定のキャップ、要するに上限が設けられ

たということに対して高い評価を得てたかと思いますのでね。非常にいいので

はないかと思います。市民への啓発を頑張ってもらいたいと思います。続きま

して、主要施策のですね、１５８ページの子育て家族支援ネットワーク、３款

２項３目についてお伺いしたいと思います。いちごプラザ運営委託料が５１５

万４，２０６円で、前年度決算７７８万２，５１３円と比べてみますと、２６

２万８，３０７円減の減額となっている理由をお聞きしたいと思います。 

答（こども育成） いちごプラザ運営委託料の委託料の減額の理由でございま

す。この事業、高浜市社会福祉協議会に委託して実施しているわけでございま

すが、２１年度は３人の職員の支援者という形で委託料を組んでおりました。

今年度ですね、ここの１５９ページの（２）にあります、子育て家族支援ネッ

トワーク事業、これは、情報発信をする事業ですけど、こちらも同じように社

会福祉協議会の方に委託をしましたので、その分の一人の人件費をですね、情

報発信をいちごプラザでやっていた分をネットワーク事業の方に一人移し変え

たという形での減額という形になっていますのでよろしくお願いします。 

問（４） そうしますと、子育て家族支援ネットワーク事業の高浜市子育て支

援ネットワークの事業内容とですね、運営方法を詳しく説明をお願いしたいと

思います。また、その成果がどのようにでているかですね。お聞かせください。

答（こども育成） ネットワーク事業でございますけど、平成２１年度に県の

方から安心子ども基金の事業としてですね、子育てネットワークのモデル市と

いう形で高浜市が選ばれました。これに基づいて実施しているものでして、内

容的にはですね、就園前の、幼稚園、保育園に入る就園前の幼児を御自宅で保

育されている家庭に対して、インターネットですとか、メール等によるポータ

ルサイトから情報提供して、個別発信して、子育て支援をサポートする事業だ

ということでございます。具体的にはですね、２２年度からポータルサイトを

９月に構築いたしまして、子育てメールマガジンの配信等を行っていますし、

子育てハンドブック「あんちょこ」というものを３年ごとに更新してきたわけ

でございますけども、これも新たにこの事業の中でつくりまして、ネットでの
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配信と紙ベースでの冊子の配信という形で未満児の方も支援しています。また、

この事業を通じてですね、託児付き講座、出張子育て講座というのを年間１２

回開催させていただいております。その成果ということでございます。ポータ

ルサイトですとかメールでですね、いちごプラザですとか民間園にあります各

種子育て支援センターに事業の予定ですとか子育ての情報等を流しております。

そういった成果であると判断しておりますが、平成２２年度のいちごプラザの

延べ利用率、これは、１５８ページにもありますが、１万９，２６９人、８，

８８５組の親子が利用されまして、前年度に比べますと、３，３０８人、１，

５０７組が増加したという実績ももっております。また、民間園であります子

育て支援センターですね、こちらの利用も２万２，１４３人ということで、前

年度に比べますと、４，８３４人ふえております。特に支援センターの方では

相談件数もふえてきたということも聞いておりますので、やはり、メール等の

発信によってですね気軽にこういったところに来ることによって、子育ての不

安ですとか、いろんな相談を専門家に相談して解決に導くということが、この

メール配信システムのほうからでてきたのではないかというふうに判断をして

おります。 

問（４） 近ごろ非常にメールといいますか、ツイッターとか、いろいろこう

いう文明の利器がでてきていますので、それをうまく利用して、より頑張って

いただきたいと思います。 

 

４款 衛生費 

問（８） 決算書の１６８ページ、１６９ページのところにあります、４款１

項２目２０節の扶助費において、３，１４２万９，０８２円の不用額がでてお

ります。非常に大きい金額となっておりますが、その理由についてお知らせを

いただきます。 

答（保健福祉） 扶助費において、非常に大きい不要額が生じているという御

質問ですが、今回の不用額につきましては、新型インフルエンザの低所得助成

として、平成２１年度予算３，０９２万２，０００円を平成２２年度に繰り越

しをさせていただいております。幸いなことに平成２２年４月以後は、新型イ
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ンフルエンザが発生しなかったことにより、繰越額のほぼ全額が不用額となっ

たものです。 

問（１４） １７４ページ、地域医療振興事業、５億０，６９９万５，８１６

円、これは、病院の運営費の補助金ということで、４億７，６４６万７，５７

１円ということで、予算額よりも１億６，０００万ですか、ふえておりますけ

ども、主な原因は、多分、外来患者が延びないところだと思いますけども、ど

のような努力をされて、そしてこういうことになったのか、お聞きしたいのと、

その上の、救急医療事業のところの（２）負担金、病院群輪番制病院運営負担

金の２１２万７，４１８円、このことについてお伺いいたします。 

答（保健福祉主幹） 医療法人豊田会への平成２２年度の補助金の関係でござ

いますが、委員、御指摘のとおりですね、患者の伸び悩みの部分が多分にござ

いまして、予算額を上回る結果となっております。実際、患者の状況をお話し

させていただきますと、平成２２年度の外来患者数が２万５，６７５人でござ

いまして、１日平均患者数、１０１．９人となっています。前年度の平成２１

年度が、１日平均１００人でございましたので、本当に微増というような状況

で思うように患者が戻ってこないという状況であります。そのことを受けまし

て、今年度から、医療法人豊田会といたしましては、内科外来の新患の受付に

ついては、毎日午後３時まで対応することといたしております。また、健診か

らの患者を獲得するために、刈総本院と連携することによりまして、年間１，

０００人の受診者増を見込んでおります。また、入院について申しあげますと、

平成２２年度、延患者数、２万８，７９８人で、１日平均患者数は７８．９人

まで伸びてきております。２１年度と比較いたしますと倍近く、患者の方はふ

えてまいりました。これは、２１年度末に３名であった常勤医が、２２年度末

には５名にふえたことによりまして、１０４ある病床、すべてに患者を受け入

れることができるようになったというものでございます。また、今年度からは

ですね、さらに内科の常勤医が１名ふえておりますので、病床利用率は９０％

を超えることが期待されていますので、よろしくお願いをいたします。 

答（保健福祉） 病院群輪番制の負担金について、こちらにつきましては、い

わゆる、２次救急を行っていただきます、碧南市民病院、刈谷豊田総合病院、
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八千代病院、西尾市民病院この４病院に対して、西三河、西尾を含めた６市と

旧幡豆３町ですね、人口に応じて負担金を支出するというものであります。 

問（１４） 補助金のほうなのですけども、午後からの診療もやるということ

で、これは何か調査をされて、そうすれば、外来患者がふえるというような、

何か裏づけみたいなものがあったのでしょうか。それと、本院との連携という

ことでございますけども、どのような連携で、１，０００人の増を見込んでお

られるのか。それから、ついでですから、２３年度でこの補助金は、一応原則

終わりということになっております。ここの下の方にも書いてありますけども、

原則ということは、そのとおりなのか、多少何か刈総との協議があるのか、今

年いっぱいですので、ぼちぼち、何かそんな話も出ているのかなという気がし

ますのですけども、その辺についてもお願いします。 

答（保健福祉主幹） まず、外来の診療の受付の関係でございますが、従来は

１２時、正午までの受付でございました。ところが、実際に開業医さんのほう

もですね午前中の診療は正午までで、午後からの診察となると、やはり午後３

時から、あるいは、午後４時からという診療機関が非常におおございます。し

たがって、正午から３時、４時までに、いわゆる緊急の患者さんの受け入れ先

がないということで、高浜分院にも問い合せがですね、よく入ってございまし

たので、そういった患者さんも分院で受けていきたいということで、今年度か

ら受付を午後３時まで行なわさせていただいております。それから、刈総との

検診の関係の連携による、１，０００人の患者増でございますけれども、高浜

分院、検診には力を入れてございまして、検診機器については、刈総本院と全

く同じレベルの検診機器を入れさせていただいております。したがいまして、

本院で受けても、分院で受けても検診に関しては同じサービスを享受すること

ができるということでございます。たまたま、現在、本院の方が検診が飽和状

態になっておって、２か月３か月待ちの患者さんが非常におおございます。し

たがいまして、そういった患者さんに対しまして、分院で同じサービスを享受

することができますので、もし分院で受診をされるご予定があれば、ぜひ、分

院へおまわりくださいというようなことで、促していただいておりますので、

こういった患者さんが年間１，０００名程度見込めるということを分院のほう
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はふんでおります。最後に、４年目以降の赤字補てんの関係のお話でございま

すけれども、私ども医療法人豊田会と結びました協定書には、原則、移譲後３

年間の経常損失を限度として赤字補てんをすると規程してございます。しかし、

一方で高浜市と豊田会は協力をして、１０年以上病院の運営に努めなければな

らず、移譲後３年ごとに病院運営の継続についての協議を行い、支障が生じた

場合は、双方、誠意を持って問題解決に当たるとされております。よって、現

段階におきましては、医療法人豊田会に経営努力をしていただきまして、早期

に収支均衡が実現するように働きかけております。ただし、今年は病院運営の

継続についての協議の年に当たりますので、まずは、医療法人豊田会から病院

運営の中長期的な経営方針ですとか経営ビジョンこういったものを示していた

だきまして、その方向性について議論する必要があると考えております。その

うえで、収支改善に向けた診療体制を協議させていただきまして、４年目以降

の経営損失の取り扱いにつきましても、お互いに協議のうえで決定していく運

びとなっておりますのでよろしくお願いをいたします。 

問（１４） 今年度、４億７，６００万の補助で、先ほどの午後診療とか１，

０００人の見込みということで、多分それでは当然まかなえないと思うので、

２３年度もよく似たような赤字になってくるかと思いますけど、２３年度まで

は、補助金をだすということになっておりますので、それはやむを得ないと思

いますけども、２４年度からは相当努力していただいて、高浜市の負担のない

ようにお願いしたいと思っております。 

問（１２） １６４ページ、４款１項２目老人成人保健事業のところですが、

自治体キャラバンなんかでも、いつもでているんです、総合検診期間を拡大し

て検診の受診率を上げるための取り組みをしていただきたいということを思っ

ていますが、その点ではどうでしょうか。それと、１７３ページ４款１項２目

で子宮頸がん等ワクチン接種事業、大変、ワクチンのヒブワクチンなんか、最

初始まったときに、ちょっと問題がありましたけれども、非常にあと順調にい

っているようで、今後も引き続いてワクチン接種をやっていただけるように、

ぜひ、お願いしたいと思います。１１８ページ、４款２項２目… 

委員長 １１８というのは、款が違うのですけど。 
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（１２） すみません。それはいいです。 

答（保健福祉） 検診期間の延長の件についてですが、特定検診、後期高齢も

ですが、７月から９月を重点期間として実施をしておりますということを御案

内をさせていただいておりましたが、本年度８月１５日号の広報にも載せさせ

ていただいておりますが、医療機関によっては９月以降も、さらに、この先、

３月までやっていただける医療機関というのが、特に内科系を中心にあるとい

うことで、広報の方にも医療機関または保健センターに御相談くださいねとい

うことでださせていただきました。したがいまして、全ての医療機関ではあり

ませんが、医療機関によっては３月まで、受診、できるという機会をもうけて

おりますので、もし、そういった方がみえましたら、ぜひ、御案内をしていた

だきたいと思います。次に、子宮頸がん等ワクチン接種事業については、一般

質問の際にも、お答えをさせていただいております。定期接種化されるのか、

そして、いわゆる、この助成制度、基金の方が継続されるのか、そして両方と

もされないのかによって状況が大変変わってきます。現在、まだ国から情報が

ない状況ですので、一般質問で申しあげたとおりの状況と変わりがありません

ので、まだ決定がしてないということでよろしくお願いします。 

問（１２） １７４ページ、先ほどもでましたが、４款１項３目の地域医療の

関係ですが、ぜひ、今年度に限って意見を言えという話ですので、損失が引き

続き２３年度どれくらいでるのか、できるだけださないでやっていただくよう、

それと、この契約書ですか、これが高浜市がすべて経営損失、負担をするとい

うふうになってる関係で、高浜市がだすようになっているというふうに聞いて

いますが、損失がでた場合に豊田会から言いなりにだすべきではないと思いま

す。そういう点、指摘しておきます。 

 

５款 労働費 

 

 質 疑 な し 
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 休憩 午後３時２１分 

 再開 午後３時２８分 

 

６款 農林水産業費 

問（８） 主要施策成果説明書の１９６ページ、６款の農林水産業のところで

すけども、２番目の明治用水中井筋改修事業、負担金５，６２２万１，８９４

円についてお聞きします。下のところに明治用水土地改良区、一つとして中井

筋の改修事業費、それから水環境事業についてと。これは清水町の神楽山用水

上部利用の内容と思いますけども、それぞれの事業内容と進捗状況、完成した

のか継続事業なのか。それからそれぞれの事業の負担割合についてお聞きいた

します。 

答（地域産業） お尋ねの中井筋の工事でございますけど、中井筋につきまし

ては水路の老朽化等による排水不良の改修工事でございます。予定工期につき

ましては、中井筋は平成１２年度から平成２７年度までとなっております。中

井筋地区の事業量の進捗状況は、２２年度末現在で約５０％でございます。中

井筋には、中井筋地区・中井筋依佐美地区とございまして、平成２３年度現在

の全体事業費につきましては、約９０億５，０００万円くらいでございまして、

負担割合につきましては、国が５０％、県が２５％、地元が２５％になってお

りまして、そのうちの地元負担のうちの２３％が高浜市の負担となっておりま

す。水環境整備事業につきましては、神楽山用水の関係でございますけど、こ

れの目的につきましてはパイプライン化されました上部の用地を活用して農業

の利水施設の保全管理を図るものでございます。中井筋１期工事としまして総

事業費につきましては、約９億８，０００万円程度でございます。負担割合に

つきましては、同じく、国が５０％、県が２５％、地元市が２５％でございま

して、この高浜市の負担率は１４．９％となっております。この水環境事業に

つきましては、工事延長につきましては、全長６，８３０ｍでございまして、

安城市の二ッ池排水路、西端用水、神楽山用水の３用水から工事することにな

っておりまして事業工期につきましては、平成２１年度から平成２６年度まで

となっております。事業量の進捗状況につきましては約４０％でございまして、
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市内の神楽山用水工事につきましては、せせらぎ水路、川遊び水路ゾーンの一

部、１６７ｍが平成２２年度の工事で完成しているところでございます。 

問（１２） １９９ページ、６款１項４目、畜産環境整備事業の中で補助金と

いうところがあるんですが、吉浜養鶏が閉鎖すると聞いていますが、今後どう

なるのか、鳥インフルエンザの際の支援などはどういうふうになるのかお示し

ください。 

答（地域産業） 吉浜養鶏につきましては、民間企業ですので、閉鎖するとい

うことは私ども承知していますけど、どういう清算をしていくとまでは把握し

ておりません。ただ鳥インフルエンザにつきましては、やはり毒性があります

ので引き続きですね、何らかの形でですね、支援は続けてまいりたいと現段階

では考えております。 

 

７款 商工費 

問（８） 主要施策成果説明書ですけども、２０８ページがんばる事業者応援

補助金についてお伺いします。事業者に対する支援施策として昨年度実績とし

て約６００万円を超える補助金を支出していますけども、これによってもたら

された効果について教えてください。 

答（経営戦略） 今の御質問で効果のことでございますが、これも一昨年です

ね、２１年度から補助をしておりまして、私ども２２年度になりまして、一年

を経過したということでそのときに事業をしていただいた事業者のほうにアン

ケートをとっております。その中で効果として売り上げが少し向上している、

これは５～１０％くらいというような数字、それから業種によっては注文が増

加したというお声もいただいております。それから主要成果のほうに１７件と

いうことで書いておりますが、これは昨年度の実績でございますので、引き続

きこの事業者の方にどうですかというような個別の訪問をしておりますが、そ

の中でも非常にいい状況であると、効果がでているというお返事をいただいて

おります。また一方では、この補助金を創設することによりましてそれが起爆

剤となって、これは、２３年の１月の数字でございますが、県内の６２商工会

がございます、その中で経営革新事業への相談だとかですね、嘱託専門員の派
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遣実績、こういったものが高浜市の商工会が県内でトップの数字をあげておる

という結果となっておりまして、これは事業を見直すために地元の事業者さん

が自分の事業を考えていただいたという大きなこの事業の補助がインセンティ

ブにつながっているのではないかというようなことも効果として捉えておりま

す。また、この補助を使われて電設設備の事業さんでございますが、いわゆる

新しいビジネスへの展開ということで、この補助でデモ機をつくられたわけで

ございます。今年８月にですね、財団法人あいち産業振興機構、この事業者が

やっておられます有望ビジネス事業化サポート事業の支援対象に決まったよと。

そういう効果も捉えております。 

問（１２） ２０６ページですが、地域産業振興事業の中で、ここには載って

いないんですが三州瓦のリサイクル製品製造設備補助金というのがこれまであ

ったんですが、これはどういうふうに。なくなるという話も聞いていないんで

すが、これがどのようになったのか。それと２１０ページ、いきいき号の循環

事業の関係ですが、昨年病院で待っていたのにとまってくれなかったとか、い

ろいろ聞いていましたが、そういう点が直って、今年なっているならいいんで

すが、刈谷総合行くのは便利になったけれども、病院から帰ってきて市役所に

着いて、家に帰るバスに乗ろうと思うと一時間近く待たされるというようなこ

とがでています。非常に乗りにくいという話がでていますが、その点でどのよ

うに計画を直したのかお示しください。 

答（地域産業） 今、御発言の中では２０６ページの中小企業振興対策事業費

補助金の中の内訳のお話であろうと思いますけど、この中には単年度事業でや

っておりますので、１０事業やっておりまして、愛陶工が申請してきているも

のの中には、特に今年の中にはリサイクルの関連のものは入っておりません。 

答（市民生活） いきいき号のバスがとまってくれないというような御事情と

いうところでございますが、いきいき号は基本的には時刻表というのがござい

まして、その時刻にあわせて乗り降りをするということが基本でございます。

とはいうものの、交通事情によって、概ね遅れることは多いんですが、たまに

逆に交通事情で空き過ぎてですね、早く着くというときには今のような問題が

生じることがございます。そういった場合にも私ども苦情いただきましたら、
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運転手さん、会社のほう通じてですね、時間の早くでないようにですね、御指

導をお願いしております。もう一つ、乗りにくくなってしまったというような、

非常に残念なお話を今いただきましたが、基本的にはバスの時刻表ございます。

市内が３路線から４路線に変えさせていただきました。分院からはすべての便

がとまりまして、市役所まできますので、ある便をですね、帰る便を乗らなく

てもですね、違う便でも結構ですので、市役所まで帰ってきていただいて乗っ

ていただくとか、あとは上手に予約をとっていただいてですね、こういった時

間で予約をとると早く帰れるという形で利用者の方も工夫をしていただくとも

っと使っていただきやすいいきいき号になるのかなと考えております。 

問（２） 主要成果説明書、２０８ページの７款１項２目の補助金企業誘致等

に関する奨励金というのが、合計では７件ですけども、補助金名としては、５

項目でていますけども、この内容について教えてください。 

答（経営戦略） 補助金の内容という御質問でございますが、まず工場等の新

設促進奨励金というものでございますが、これは工場を新たに高浜の市内に建

設していただいた方にですね、奨励という形で３年間は創業してから税をお返

ししていこうと、これは固定資産と、土地、家屋両方にかかるものでございま

すが、そういう形になっております。工場等の増設というのは、市内の企業さ

んが今の社屋、プラス、要件はございますが、建物を建て増しされた場合に同

じような制度ということで税をお返しするという形になっています。３番目の

透水性舗装、また雇用促進奨励金というのは、私、今、申し上げました新設の

促進で工場を新たに建てていただく、なおかつ増設していただいた方が申請で

きるという付帯的な補助制度になっておりまして、これは透水性舗装につきま

しては、新しく工場を増設されたり、新設されるときにですね、透水性に配慮

した設備をしていただいた方に限度額はありますが、補助していくと。雇用促

進の奨励金につきましては、市内で一年以上ですね、市内のそういったきちん

と、要件はございますが、お勤めいただいた方に奨励をしていくということで

ございます。最後の償却資産税の資産の増資促進奨励と申しますのは、市内の

中で３年以上事業活動をされておられるなかで、これは償却資産に対する要件

それぞれございますが、一事業者さん一度限りということで、償却資産の税に
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対する限度額２００万ということですけども奨励をいたしておると、そういう

ものでございます。 

 

８款 土木費 

問（１２） ２２５ページ、８款５項２目街路計画事業の中で名浜道路推進協

議会というのがございます。これはどのようなものか、これは名古屋と浜松か

どうかわかりません。どのような事業なのか、どのような協議会なのかお示し

いただきたいと思います。 

答（都市整備） ２２５ページの街路計画事業の名浜道路推進協議会のことに

ついて御説明させていただきます。名浜道路の今、現状につきましては、名浜

道路推進協議会が９市、６町で行っております。豊橋、半田、豊川、碧南、西

尾、蒲郡、常滑、高浜、田原。それとあと、２２年度につきましては、美浜、

武豊、幸田、吉良、一色、幡豆で推進協議会をやっております。この区域がで

すね、名古屋というより、起点がですね、今ですね、地域のですね、高規格道

路の流れということで、中部国際空港からですね、アクセスの向上をひらいて、

西三河の物流と生活の機能を期待されている道路なんですが、その区域につき

ましてはですね、平成１９年度にですね、国土交通省より概略延長、これ４０

ｋｍになるわけなんですが、４０キロの中の碧南市から額田郡幸田町の区間、

約２１キロが調査区間として指定されております。この区間のですね、名浜道

路の整備のメリットとしますと、物流としての機能をきたすことと、災害時の

緊急輸送路を確保できるということと、交通安全対策だとか、温暖化の対策に

なるということでございます。 

問（１２） 高浜市を通るわけではないというのはわかりました。今でもそう

いう道路がいろいろできていまして、第２東名もつくっていますし、これをわ

ざわざ大型公共事業の一種類になると思うんですが、そういうところの協議会

に参加するというのは、大変問題があると思います。これは指摘をしておきた

いと思います。 

問（１４） ２２３ページの都市計画総務費の中の総務事業で１１２万４，２

７０円となっておりますけど、当初予算では５７４万５，０００円とあがって
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おったんですけど、４６０万くらい減っているんですけど、これはどんな理由

なのかということと、それから高浜市都市計画基礎調査業務委託ということで、

法適用状況（条例・要綱）、これはどういう調査なのか、いわゆる都市計画上と

現状とが違っているということを調査することなのか、その辺をお聞きしたい

と思います。  

答（都市整備主幹） ２２３ページのまず、都市計画総務事業の中の１１２万

４，２７０円の件でございますが、昨年、２１年度から繰り越した分の委託の

業務がございますのでその分で決算額が減ってございます。都市計画基礎調査

の委託業務の内容の法適用状況（条例・要綱）等につきましては、現在高浜市

が整備しております都市計画に関する条例要綱等のそれぞれの調査をいたして

おります。今回の委託業務より、都市計画にかわらず、まちづくりという広い

意味での条例、要綱等の内容の調査を実施いたしました。それに対する委託業

務でございます。 

問（１４） 私のイメージしていたのと違うのかもしれないですが、都市計画

の法適用状況ということは、条例と状況が差を調べるという意味なんですか。 

答（都市整備主幹） まず都市計画基礎調査につきましては、都市計画法第６

条で概ね５年ごとに実施するということで規定されております。これにつきま

しては愛知県内すべて同一の内容で都市政策の企画、立案及び都市計画の運用

に関する調査のほうをはかっておる状況でございます。その中でも年度に分け

まして、土地利用状況、建物状況、土地施設状況、市街地整備の状況等を調査

しております。この中で５年の最終年といたしまして、この委託は法適用調査

ということで都市計画に関する法がどのようなものが各市町村であるかという

ような調査をしたという状況でございます。 

 

９款 消防費 

問（１２） ２３６ページ、９款１項１目の消防団活動事業の中に、ここには

でていないんですが、消防団の方に退職金というのがあったと思うんですが、

それがどのように分団に入っていくのか、個人に入っていくのかその点をお示

しいただきたいのと、消防の２３７ページですが、広域消防事業の中で若い人
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を採用して、採用してすぐ働けるわけではありませんので、技術を身につけて

働けるようにしなくてはならないわけですが、国の基準の６割くらいしか職員

がいないということがあります。人が足らないという声はでていないのかどう

か。お示しいただきたいと思います。 

答（危機管理） 最初に御質問のありました消防団の退職報奨金につきまして

は、衣浦広域消防のほうから支払いのほうしておりますので、詳細については

こちらのほうでは概ねしか把握しておりません。高浜市のほうから退職された

消防団の方には、直接し支払っておりませんので衣浦広域消防のほうから支払

いのほうは行っております。また２点目の、広域消防事業で消防署の職員の人

数につきましても、平成１５年度から広域消防化になっておりますので高浜市

のほうで、例えば高浜署が人数が足りないとかいうこともこちらのほうには意

見としては入ってきておりません。 

問（１２） 消防団員の退職報奨金が広域消防ほうから入るということでしょ

うか。 

答（危機管理） 掛金につきましては、消防団の退職報奨金の掛金は高浜市の

ほうから基金のほうに積み立てさせていただきますが、５年を勤めていただい

た消防団員につきましては、基金のほうから退職報奨金が支払われますが、こ

ちらにつきましては、高浜市のほうから衣浦広域消防のほうに単独経費という

形で負担金をだしております。そのだした負担金に基づいて衣浦広域消防から

各市の消防団員のほうに退職報奨金のほうが支払われる制度となっております

ので、こちらのほうでは負担金をだす時点までしか高浜市では支出はしており

ません。 

 

１０款 教育費 

問（２） 主要成果説明書、２４６ページ、図書購入費が３７万６，２３０円、

それから２４９ページに中学校のところで図書購入費が９万９，７９４円とい

うことで、これは２１年度のときに比べると小学校では約１割、それから中学

校のほうでも１６０万に対して９万９，０００ですので、かなり図書購入費が

減っておりますけども、以前はかなり図書購入費のほうも小学校、中学校とも
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つけていただいていたと思うんですけども、その辺の理由と、それから蔵書率

は小学校、中学校どうなっているかお伺いしたいと思います。 

答（学校経営） 図書購入費の関係でございますが、リーマンショック後、財

政状況がかつてない厳しい局面を迎えているということで、平成２２年度及び

２３年度につきましては「緊急財政方針」というものがだされました。このこ

とから、図書購入費につきましては各学校のほうに対しまして必要最小限度を

あげてくださいというふうでお願いしたその結果がこのような数字で表れてお

ります。ただ、今回の２２年の３月補正予算におきまして、地域活性化・住民

生活に光をそそぐ交付金が受けられることとなりまして、前倒ししてできる事

業はないかということで真っ先に手を挙げさせていただきまして、図書購入費

で２５０万円のほうを予算要求させていただきまして、３月補正のほうで御議

決いただきました。その全額を２３年度に繰越しさせていただきました関係で、

平成２３年度予算につきましては、学校から当初でいきますと８９万円ほど予

算要望がございました。で、それが２５０万確保できたということで当初に比

べて２．８倍の予算を確保することができたということです。これがまず一点

目です。それから図書の充足率でございますが、２２年度末の数字でございま

すが、小学校につきましては、１０７．６％、それから中学校でいきますと１

０５．１％、全体では１０６．７％となっておりまして、図書標準を達成して

いる学校の割合は、高浜市でいきますと小・中とも１００％というふうでござ

います。ちなみに、国とか県の数字でございますが、まだ２２年度の数字はで

ておりませんので、２１年度の数字を申し上げますと全国平均は、小学校のほ

うで５０．６％、中学校のほうで４２．７％、愛知県におきましては、小学校

で５９．１％、中学校で６４．６％となっております。 

問（２） 今のお話でございますけども、充足率は確かに小学校は、１０７．

６％ということ、中学校が１０５．１％ということで充足率は達しているかも

しれませんけども、かなり古い本も実際には数の中には入っていると思います

ので、この辺のところもですね、十分考えていただいて、本やなにかはできる

だけ新鮮なほうがいいわけですので、図書館のほうも指定管理にしていただい

てかなり図書購入費のほうも入れていただいているのであれですけど、そうい
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ったところを加味されてこういったようなあれにもなっているかもしれません

けども、やはり小学校、中学校、そういったところで本を読んでいただくのは

大切な話ですので、やっぱり図書費のほうはできるだけ多くとっていただきた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

問（１０） 主要成果説明書２４２ページ児童生徒健全育成事業でありますけ

ど、その中にですね、スクールアシスタント、スクールヘルパーが配置されて

おりますけども、この配置することによっての成果をお聞かせ願いたいと思い

ます。 

答（学校経営主幹） スクールアシスタントとかスクールヘルパーの件であり

ますけども、まず言葉の説明からさせていただきますと、スクールアシスタン

トというのは、小中学校において特別な支援を必要とする児童生徒に対して教

育的支援を行う、そういう教員であります。２２年度は７小中学校に１２名採

用しました、それからスクールヘルパーにつきましては、こちらのほうは中学

校において学校不適応、こういったものを起こして学級での普通の授業が受け

られないと、そういう子たちに対する支援を行う教員というふうでそれぞれの

中学校に一名ずつ、合計２名採用しました。この事業等はですね、特別な支援

を必要とする児童生徒に対して、特に授業中に教育的支援とか生活的支援、こ

ういったものを主に個別指導をしております。授業中、学級担任にとってこれ

ら児童生徒への指導の負担が軽減されまして、通常の児童生徒への学習とか生

活指導、こういったものが充実できるという形になっております。学校生活の

補助及び支援も行っておりまして、今言った教科指導への補助以外にも、学級

活動とか給食指導だとか、それから学年とか学校の行事だとか、そういったい

ろんな場面場面での対応の支援も行っております。担任は、学級で何十人もの

児童生徒を一斉に指導しますので支援の子に手をかけざるを得なくなると授業

中も中断するということもよくあります。こういったことでその方々の支援に

よって本来の学級全員に向けての学習指導に専念できます。というようなこと

で逆に支援されるこの児童生徒たちにおいても個別の支援をやっていただける

ということで学習態度も落ち着いてきて、集中した学習活動とか学校生活が成

り立っておるというようなことです。 



74 

問（１０） ２４３ページのですね、学校評価事業、これもですね、内容とそ

の成果を御説明願いたいと思います。 

答（学校経営主幹） 学校評価事業の２２年度の目玉というのが、昨年の８月

２１日に実施しました「学校評価シンポジウム」です。開かれた学校づくりを

確実なものにするために、８年前から他市に先駆けて実施してきた学校評価事

業、その集大成として、地域とか保護者の方々を対象にしたシンポジウムをこ

の日、１日日程で実施しました。５００人を超える参加をいただきまして、学

校づくりとまちづくりの一体化、これをメインテーマにして、高浜市の小中学

校のこれまでとこれからの姿を保護者とか市民の皆さんと教職員が一緒になり

考えることができました。特に信頼と安心をいただき、地域に根ざした学校づ

くりが着実にできていることをこの日確信しました。これを土台にしまして現

在策定中の教育基本構想へと本年度はつながっております。 

問（１０） 同じく２６３ページ、放課後居場所事業について質問させていた

だきます。高浜小学校が２２年度にモデル事業として実施されましたけど、そ

の成果を説明願いたいと思います。 

答（文化スポーツ） 委員御案内のとおり高浜小学校、昨年モデル校として実

施させていただきました。この事業につきましては外で遊ぶ機会や場所の減少

ということで、集団で遊ぶ機会が減ったお子さんに対しまして、友だちや異な

った年齢の子どもさんたちと自由に外で遊んだり、地域の人との関わりをもつ

場所を創出することで、集団で遊ぶ機会をつくり、遊びの中で自然に養われる

自主性、社会性やコミュニケーション能力の醸成を図ることを目的としてござ

います。この平成２２年９月から開始して３月までの間の１１２日、延べ２，

５８６人の子どもさんが遊んでみえ、プレイングマネージャーを２６回配置い

たしまして、みんなで楽しむことができる遊びなどを実施してまいりました。

この居場所ができたことによりまして多くのお子さんが利用され、遊びの中で

協調性が養われてきたというふうに考えております。 

問（１０） 当然、モデル校として高浜小学校でやったわけですけども、今後

この成果を受けて、どのような展開になっていくのか御説明願いたいと思いま

す。 
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答（文化スポーツ） 昨年この実績を踏まえましてですね、今年度、市内の５

つの小学校区でこの放課後居場所事業を展開してございます。こちらのほうも

多くの児童が参加しておりまして、保護者の方からも安全で友だちづくりをで

きる子どもの居場所として好評をいただいているというところでございます。

これは先ほどにも少しお話がでましたが、学童保育のほうでは、本年９月時点

で待機児童がなくなりましたことは、この放課後居場所事業というのが、子ど

もの自立に向けた子育て支援の事業としての成果がでていると考えております。 

問（１０） その担当といいますか、委託先がシルバー人材センター、この人

材を活用したヨガだとかじゃんけんゲーム、フリスビー、こういうものを展開

されているということでよろしいでしょうか。これを残りのあと今５校ですか

展開されるわけですけども、当然、シルバー人材センターの人材を生かした活

動に向かっていくとか、わかっている範囲でお願いいたします。 

答（文化スポーツ） 委員御指摘のとおりでございます。 

問（１６） 今２６３ページの放課後居場所運営委託ですけども、今成果につ

いて伺いましたけども、今後の改善点だとか、課題みたいなものが、今実施さ

れておりますので、現時点で。４月からスタートしまして、約半年になろうか

と思いますけども、その点について伺いたいと思いますけども。 

答（文化スポーツ） 当然やっていくなかでですね、いろんな問題点等がでて

まいります。委託先でございますシルバー人材センターさんのほうともお話を

させていただくなか、また保護者の方というか、親御さんのほうの御意見等も

踏まえてですね、そういったのを常に見直しをして改善をしてというような形

で今、進めております。 

問（１６） それでいいかと思います。確認なんですけども、モデルでやって

いるときにですね、お子さんのかばんですけども、一たんおうちへ帰ってかば

んをおろしてそれからまた学校へ登校して、それからプレイをする、遊びをす

るという形になっておりましたけども、その点につきましては、今現在はどの

ようにされてますでしょうか。 

答（文化スポーツ） 平成２２年度はそういう状況でございます。 

答（１６） ２２年度はそういう状況で、今現在は。 
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答（文化スポーツ） ２３年度は、そのままおれるような、一たん帰るとかで

すね、そうではなくてそのまま学校を終わられてそのまま引き続きそこにおる

というような形になっております。 

問（１６） そこが一番聞きたかったんですけども、やはり学校からかなり離

れているおうちの方ですと、例えば２０分とか３０分かかって、家まで帰って、

また２０分、３０分かけて学校へくるというのは大変なこと、時間的にも大変

ですので、その分、遊びの時間おもいっきり遊んでいただきたいという思いが

ありましたものですから質問させていただきました。それから２４３ページ教

育活動支援事業の中の（３）不登校対策事業ですけども、資料見させていただ

きますと先生方の御努力の成果といいますか、２１年度よりは少しずつ改善さ

れているということでございますけども、小学校、中学校ともに少し改善され

ておりますけども、この点につきましてはどういった、この成果につきまして、

この中身ですね、どういった御努力をされた成果がでたと思うか、その考えに

ついてお伺いします。 

答（学校経営主幹） 御指摘の不登校の２２年度の実態でありますけど、２１

年度と比べると少し改善されたということで、その内容で少し申し上げます。

昨年の場合は小学校で不登校が２６人、比率でいうと０．８５。中学校で５４

人、比率でいいますと３．７１という形です。こちらの不登校対策事業におき

まして昨年度、楽習館で不登校の相談員配置させていただきました。こちらに

かなり子どもたちの相談以外にも親の相談だとか教職員の相談だとか、そうい

った事例がありまして、特に中心にあてたのが小学校の中学年ですね、中学年

の数がかなり多かったというか、そこに中心をあてて指導をするような形をと

りました。実際に小学校でいいますと、２３名のうちの４年生と３年生ですね、

ここが７名おりましたけど、この子たちの改善が特に小学校の率の低下につな

がったのではないかなというふうに思っております。 

問（１６） 不登校に至る主な原因というのはどいうふうに捉えてみえますで

しょうか。それと適応指導教室ですけども、この配置がまたいきいき広場の中

にも配置されましたけども、このことにつきましてもお伺いします。 

答（学校経営主幹） 原因も非常に多岐にわたっていまして特に小学校で一番
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多いのは、本人に関わる問題、本人の性格みたいなものですけど、それが２３

分の１１名です。親子関係をめぐる問題というのがそのうちの７名。この二つ

が多いです。中学校の場合は、やはり、本人に関わる問題というのが２９、第

２位が友人関係をめぐる問題というのが８。ここがワンツーです。楽習館から

今年、いきいきに移動したことにつきましては、場所が変わったということで

内容的には今現在は同じ内容で指導しております。 

問（１２） ページ２３９ページですが、特色ある学校づくり教育指導事業の

中で特色ある学校づくりというのがございますが、これ各学校で取り組んでお

られる内容なのか。確かな授業づくり事業委託この２点についてお示しいただ

きたいのと標準学力検査実施委託というのは、これまでの国の学力テストは入

っていないのかどうか。それと２４２ページの１０款１項３目児童生徒健全育

成事業の１０項目目に「あいち・出会いと体験の道場」推進事業委託というの

が３６万４，０００円ありますが、これいつも自衛隊にいくという体験がでて

いますが、今回はそのような体験があったのかどうか。まずそこまでお願いし

ます。 

答（学校経営主幹） まず、最初の特色ある学校づくりの件でありますけども、

こちらのほうはそれぞれ７校すべて実施しております。こちらの支援を３種類

行いましてこの予算の９９万９，６１２円、このうちの一律支援を各学校に対

しまして２万５，０００円、合計１７万５，０００円。それから特色をだすと

きに、計画をヒアリングします。そのヒアリングによって特別支援というお金

を捻出するんですけど、そのお金が全部で３９万４，５３９円。それから残り

を自校で捻出してもらうというお金で４３万７３円と。この３種類の支援によ

ってすべて７校で特色ある学校づくりを展開していただいていますけど、特に

この展開につきましては、地域や保護者の実態やその願いがそこに加味された

教育活動であるかとか、それから保護者とか住民にわかりやすい教育活動であ

るだとか、さらに子どもたちの行動変化が期待される教育活動であるかとか、

そういったことを視点にしてヒアリングさせてもらっております。それから確

かな授業づくりですね、こちらのほうも費用がですね、各校一律２５万円をだ

してやっております。特にこの事業につきましてはですね、教員の指導力向上
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だとか、その中の授業力向上、これを目指して大学教授だとか、指導的立場に

ある先生、こういった方々を招へいして校内研修とか授業研究の指導、助言を

受けて実践的な授業の技量、そういったものを高めております。今年２３年度

から小学校において新学習指導要領、これが完全実施をされるために昨年につ

きましては、指導要領に沿った授業を展開させるために講師の講話とか、それ

から授業づくりの指導だとか、教材研究の方法だとか、実践的な教材づくりだ

とか、いろんな多岐にわたって指導を受けてまいりました。それから、標準学

力検査の実施委託の件でありますけど、こちらのほうにつきましては、国の学

力検査は昨年はやっておりません。それぞれ小学校で３年生から６年生につき

ましては、４学年国語と算数の２教科、それから中学校につきましては全学年

の１年生が国語と数学、２、３年生は数学と英語という形の２教科ずつをやっ

ております。それから「あいち・出会いと体験の道場」の関係でありますけど、

こちらは昨年につきましてはそれぞれ各中学校とも３日間、高中が９月、南中

が１２月という形で行いました。特に中学校２年生が対象でありますけど、各

自がそれぞれ興味ある職業について調べるというようなことでありまして、御

指摘の自衛隊の件ではありますけど、昨年もやはり興味あのある子がいまして

体験的なことは南中から８名、自衛隊のほうには参加しております。 

問（１２） 特色ある学校づくりですが、一律が２万５，０００円で、あと３

９万いくらがヒアリングによってというお話でしたが、各学校でどれくらいの

割合、ヒアリングで３９万いくらを分けたわけではないと思いますので、どれ

くらいになったのかということがわかれば教えてほしいと思います。それから

標準学力検査の関係ですが、子どもに負担をかけていないのかとか、生徒のプ

ライバシーが守られるように取り組んでいるのか、業者名はどのようになって

いるのか、その点でお聞きいたしておきます。それから中学生の２年生が対象

で８名が参加したというお話ですが、これは指導の中でやめさせるようにする

べきであると思いますが、その点どうかということです。 

答（学校経営主幹） 最初の特色ある学校づくりの件でありますけど、それぞ

れ昨年度の場合はヒアリングによって順位をつけまして、特別支援における金

額を申し上げますと、港小が１位でありまして、１５万６，０００円、高浜中
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が２位で９万円、それから吉浜小が３位で３万９，０００円、以下南中は４万

５，０００円、高取小が１万円、翼小が４万４，０００円、高小が１万９２７

円という数字になっております。それから標準学力検査の件でありますけど、

特に負担は子どものほうにはかかっておりません。この学力検査ですけど、先

ほど少し申し上げましたが、特に小学校というのは、目的としましては、少人

数指導の効果の実証というのが一つあります。それと結果を分析して学力の向

上の方策をたてる資料に使うということと、国語算数で子どもの領域別に到達

度が測定できますので、ここのところがきちんとはかれて、それを普段の授業

に還元ができるというようなことであります。中学校におきましても特に中学

校は４月に実施をするんですけども、個別の指導課題がここによって明確にな

りますので逆に子どもたちにとってはどういった点を今後勉強していけばいい

かというところがはっきりして勉強の指針になっております。教研式を使って

おります。業者名はヤマト屋であります。それから自衛隊の件でありますけど、

子どもの意思を今の段階では広範囲に認めるというような方向で進んでおりま

す。 

問（１２） １０款１項３目のところで不登校のお話が先ほどでましたが、愛

知県の比率からいっても高浜は少し多いのではないかということを思いますが、

この点で一時少なかったんですね、またふえてきたというような感じがいたし

ますが、これはどのような全体として把握してみえるのか、まずその点をお願

いします。 

答（学校経営主幹） 御指摘の不登校でありますけど、全国平均が小学校では、

パーセントでいうと０．３２という数字になっております。高浜市は０．８５、

同じく中学校は全国が２．７７、高浜市が３．７１という数字で確かに数字的

には全国平均と比べると多いという傾向があります。したがって、特に指導の

三原則というですかね、という形で学校では、３つの原則をもって指導してお

ります。１つは共感的人間関係をつくるというのと、自己決定の場をつくる、

３つ目が自己存在感、これによって少しずつ改善をしているなということは思

っております。そのために、一人ひとりは大切にしてその困ったなという部分

に寄り添うために先ほどのスクールヘルパーとかアシスタントとか、そういっ
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たものをつけまして、指導の強化にあたっております。 

問（１２） ぜひ、ここの中でも、親子関係をめぐる問題とか、無気力ってい

うのがあるんです、子どもは本来無気力なものではないと思うんです、そうい

う点で、無気力に見えるという問題があるのかどうかちょっとわかりませんが、

もしその辺りで考えがあればお示しいただきたいということと、その関係です

が、先生が夜遅くまで学校に残ってみえて遅くまで電気がついているというこ

とがよくあるのですね。時々遅い時間に学校の前、通ることがあるんです、先

生の長時間労働、この前、豊川だったか豊橋でもそういう問題で病気された方

の裁判があって認められてますけども、そういう面では健康的に大丈夫なのか、

そういう面で、先生の長期休養なんてことはでてないのかどうかその点お示し

ください。 

答（学校経営主幹） 不登校に関する無気力の問題でありますけども、ここは

いろいろな原因が重複して結果的に無気力ということを起こしておるので、そ

の原因を探るという部分で、探ってから、解決していく。そういったような対

応をとっています。長時間労働というのですかね、夜遅くまで、確かに学校の

方も遅くまで、時期によってはかなり遅くまで職員室の電気がついているとい

うような状況はあります。校長会等でも特に在校時間の把握、これを始めまし

た、それぞれの職員が朝何時に勤務について、最後何時まで勤務していたかと

いう形で、できるだけ管理職がそれを把握して、多い教員に対しては指導入れ

るという方策でできるだけ効率的な仕事が展開できるような支援をしておりま

す。 

問（１２） ぜひ、先生方がやむを得ず遅くまで残ってみえることがときには

あるとしても、それが恒常的になっていては次の日子どもたちを指導する場合

に、先生自身に、体力的にも大変ですし、ぜひ、そういう面では、しっかり健

康管理の部分で見ていただきたいと思います。それから、２４３ページの学校

評価事業ですが、学校が抱えている問題点についても指導いただきというのが

あり、そんなような文書がありましたが、どんなような問題を抱えてみえるの

かということと、それから、小学校の給食運営事業ですが、アレルギーの除去

食はどのようになっているのかぜひお示しください。 



81 

答（学校経営主幹） 先ほど一つ答弁漏れと言いますか、健康障害を今発生し

ている職員はいません。それから、学校評価２４３ページの９番学校評価事業

でありますけども、先ほどもちょっとお答えさせていただきましたけど、特に

学校評価というのは、学校が自ら高めていくというですかね、そういうときに

は直接的に評価を前にも行っていましたけども、これ自己評価という形で行っ

ています。その自己評価にこの地域がどうこうかかわっていくかという視点が

加わってきて学校関係者評価、これが成熟していきます。これが成熟したとき

に学校のこの自浄能力が高まっていくということであります。昨年の評価の部

分で課題が４点ほど浮かび上がってきましたけど、その一つが、その校長をは

じめとした４役間の役割分担と機能的に動くかどうかという部分で言いますと、

まだまだそれができていないという部分が一つあります。それから、二つ目に

学校目標というのがあるのですけど、その学校目標の重点化とさらに系統化し

ていくというかそこの部分がまだできていない学校もあると。三つ目が、地域

協働という形で、地域と学校との協働こういった部分でもう少し進めていった

らどうかとそういう部分とそれから説明をすることに対してそのプレゼンテー

ション能力がその４役の管理職の中にないという部分で、地域に発信する場合

はそのプレゼン能力が必要ですのでそこの部分も今後課題になるとそういった

ような４点ほど課題がでてまいりました。続いて給食のアレルギーの件であり

ますけど、昨年アレルギー対応食検討委員会というのをつくりまして、子ども

たちのアレルギーの実態から学校でどういう対応をしていけばいいのかという

ような、市としての一応方針を立てました。基本的にはアレルギーもった子ど

もに対して、年度の終わりかけ１２月に調査をしまして、そのあと順番に新年

度に向けてどういう対応をしていけばいいかということを順番に委員会を開い

て個別にカルテをつくっていきます。だから今現在そういったアレルギーをも

っている子に対してはそれぞれ各学校でそういった個別の対応ができている状

態であります。 

問（１０） すみません。一つ質問漏れをいたしました。成果の２６４ページ、

中高生居場所運営委託というところのですね、委託先がＴＳＣとですね、１３

３万９，４９０円この内容とですね。中高生居場所運営委員会の開催それから
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バコハのスタッフ会議が、これは金曜日に４４回行われているというこの内容

について御説明願いたいと思います。 

答（文化スポーツ） まず、中高校生の居場所のバコハ運営業務委託の内容に

つきましてはですね、これは中高校生の居場所の提供に関する業務それから中

高校生からの相談等に関する業務それから中高校生を対象にいたしました各種

講座等の開催に関する業務それから中高校生の情報提供に関する業務それから

中高校生スタッフの活動支援に関する業務、あとその他バコハの設置の目的を

達成するために必要と認められるような業務といった内容をたかはまスポーツ

クラブさんのほうにお願いをした内容でございます。それから中高校生の居場

所運営委員会のほうは、各地元の町内会長さんとか、あと学校の教頭先生それ

から生徒さん、そういった方たちの組織によりましていわゆる中高校生の居場

所について御議論というような内容をしていただいております。それからバコ

ハのスタッフ会議につきましては、文字通りバコハのメンバーの方が金曜日に

来ましていろんなコンサートの内容を詰めたりだとか、いろんな活動の内容を

詰めたりだとかそういったようなスタッフ会議のほうを行っております。 

問（１０） そうしますと、年に１回そういう地域の人たちも参画をしてこの

運営委員会を開催をされているということで、行政としても当然のことながら

グループとしてもここに参加をしているのかあるいはその議事録というのは行

政の方に提出されているのかその辺をお聞きしたいと思います。 

答（文化スポーツ） この会議につきましては事務局の方が私ども文化スポー

ツが所掌してございますので運営委員会は当然こちらのほうが事務の取り扱い、

また会議録等の作成をしております。それとバコハのスタッフ会議につきまし

てはですね、バコハのメンバーの子が毎回交代じゃないですけども、その日の

内容を会議録としておさめております。 

問（１０） あと利用者の立ち寄り人数だとか、こういうものを簡単に日割り

をしてみますと２．７人ぐらいかなというような、私の感覚でいきますと利用

率がですね、非常に低いのかなそういうことを思いますと確かこれが平成１５

年ぐらいの開設かと思いますけどもそれ以来８年、利用の改善が見られていな

いのかなという実感をもっているわけですけども、今後この利用の改善という
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ものを行政として考えをもっておみえになるのかお聞かせ願いたいと思います。 

答（文化スポーツ） 委員御指摘のとおりですね、このバコハのほうの利用者

というのは減少しているというのは否めないところでございます。そういった

ところこちらのほうもかんがみましてですね、平成２３年度は一たんは直営に

戻させていただいて、私どものほうが今後子供さんたち中高生の子たちをどう

いうふうに、将来を担っていただく子供さんたちに期待するところをこの事業

の中でですね展開をしていこうというふうに考えてございます。その一例が、

今回御案内のとおりドラマづくりのほうはこちらの中高校生、バコハのほうが

一番基点になっているというところがございますので、そういったところが今

後ですね、若い世代にいろんな体験をしていただくことによってお子さんたち

が将来職業の選択であり、またいろんなコミュニケーションの醸成だとかそう

いったところで養っていただければなというふうに考えております。 

問（１０） 当然８年その運営していくなかに他学年の交流ということ、そう

いうことの中に人間関係というものが構築していくのかなとそんなように思っ

ています。そういう面が少し薄れているのかなと思います。いま、リーダーが

言ったようにですね、ひとつの起爆剤としてですね、それを本当にあの若い子

たちがですね、継承していけるような一過性の花火にならないような運営方法

を続けていってほしいなと、これ以後のことについては委員会のほうでまたい

ろいろ質問させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

１１款 災害復旧費 

 

 質 疑 な し 

 

 

１２款 公債費 

問（１２） １２款１項１目ですね。現在残っている公債費ですね、債権の中

で利率の高いもの最高どれだけかということ。繰り上げ償還とか借り換え含め

て検討しているのかどうかお聞かせいただきたいと思います。 
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答（財務評価） まず１点目の利率の関係でございますが、昨年度、２２年度

７．３％のを償還終了しておりますので、現在は一番高いのが６．６％のもの

が１件ございます。それから、繰り上げ償還等につきましてはですね、中期財

政計画の中でもうたっておりますが、計画期間中につきましてはその財源の確

保が困難であるというところで原則実施しないというふうにしておりますが、

財源の確保の見込みがですね、生じた場合には総合的に判断して繰り上げ償還

も行うこともあるということでございます。 

 

１３款 諸支出金 

 

 質 疑 な し 

 

 

１４款 予備費 

 

 質 疑 な し 

 

 

委員長 ここで、認定第１号についての質疑漏れがありましたら許可いたしま

す。質疑については、まとめて行っていただくようお願いいたします 

問（４） ５款１項２目についてお聞きしたいと思います。ページ数としては

１９２ページ成果書の１９２ページになります。衣浦職業訓練センターの補助

金がですね平成２１年度で３，０００万あったのがですね、平成２２年度にお

いてですね２，０００万に下がった理由をお聞かせください。 

答（地域産業） 平成２２年度が２，０００万に下がった理由でございますけ

ども、平成２１年度末で公社職員が１人退職しましたので、平成２２年度は職

員体制を４名から３名への職員体制で行っております。それともう一点、当公

社の事業改善を目的といたしております利活用の検討調査費が約３７０万くら

いございますけどもそれをあわせまして約１，０００万くらいになります。そ
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れが主な減の理由でございます。それと、委員も御承知だと思いますけど、衣

浦地域訓練センターの管理公社につきましては、今後の施設利用を理事会等で

検討いたしました結果、平成２２年度末をもって解散しておりますので御報告

申し上げておきます。 

問（１２） ４款２項２目ですが、市営墓地は現在どれぐらい残っているのか、

２２年度は何基でたのか、今後の計画どのように考えてみえるのかお示しくだ

さい。 

答（市民生活） まず墓地の状況でございますが、２１年の９月６日に高浜南

霊苑の３３６区画の全てが完売をいたしております。現在空きの状況は０とい

う状況でございます。２２年度につきまして、１件の許可をおろしております

が、これにつきましては高浜東霊苑の返還分そちらの部分を１件渡しをしてお

るという状況でございます。最後に今後の墓地の計画と言うことろでございま

すが、毎年というか御回答させていただいておりますけども今後高浜市営とい

う形でですね、墓地を整備していくということは今のところ考えておりません。 

 

委員長 他に。他に質疑もないようですので、認定第１号についての質疑を打

ち切ります。ここでお諮りいたします。審査の途中ですが、本日の審査はこれ

をもって打ち切りとし、１４日、午前１０時より再開いたしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 御異議なしと認め、本日の審査は、これをもって打ち切ります。１４

日、午前１０時より再開いたします。本日は、これにて散会いたします。長時

間、御協力をありがとうございました。 

 

                       散会 午後４時４６分 


